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令和７年３月５日(水曜日)

　　　議事日程　第３号

　　令和７年３月５日(水曜日)午前10時開議

　第�１　代表質問(議案に対する質疑並びに県の

一般事務について)

本日の会議に付した事件

　日�程第１　代表質問(議案に対する質疑並びに

県の一般事務について)

出席議員氏名(47人)

星　野　愛　斗　君

髙　井　千　歳　さん

住　永　栄一郎　君

　亀　田　英　雄　君

幸　村　香代子　君

杉　嶌　ミ　カ　さん

立　山　大二朗　君

斎　藤　陽　子　さん

堤　　　泰　之　君

本　田　雄　三　君

岩　田　智　子　君

南　部　隼　平　君

前　田　敬　介　君

坂　梨　剛　昭　君

荒　川　知　章　君

城　戸　　　淳　君

池　永　幸　生　君

竹　﨑　和　虎　君

吉　田　孝　平　君

中　村　亮　彦　君

髙　島　和　男　君

増　永　慎一郎　君

前　田　憲　秀　君

松　村　秀　逸　君

岩　本　浩　治　君

西　山　宗　孝　君

河　津　修　司　君

楠　本　千　秋　君

橋　口　海　平　君

緒　方　勇　二　君

髙　木　健　次　君

髙　野　洋　介　君

内　野　幸　喜　君

山　口　　　裕　君

岩　中　伸　司　君

城　下　広　作　君

西　　　聖　一　君

鎌　田　　　聡　君

渕　上　陽　一　君

坂　田　孝　志　君

溝　口　幸　治　君

池　田　和　貴　君

吉　永　和　世　君

松　田　三　郎　君

藤　川　隆　夫　君

岩　下　栄　一　君

前　川　　　收　君

欠席議員氏名(１人)

西　村　尚　武　君　

　　　　　　　　　　　　　　　　　

説明のため出席した者の職氏名

知 事　木　村　　　敬　君　
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副 知 事　竹　内　信　義　君　

副 知 事　亀　崎　直　隆　君　

知事公室長　内　田　清　之　君　

総 務 部 長　小金丸　　　健　君　

企画振興部長　富　永　隼　行　君　

理　　　　事　阪　本　清　貴　君　

理　　　　事　府　高　　　隆　君　

健康福祉部長　下　山　　　薫　さん

環境生活部長　小　原　雅　之　君　

商工労働部長　上　田　哲　也　君　

観光文化部長　倉　光　麻里子　さん

農林水産部長　千　田　真　寿　君　

食のみやこ
推 進 局 長　辻　井　翔　太　君　

土 木 部 長　宮　島　哲　哉　君　

会計管理者　川　元　敦　司　君　

企 業 局 長　深　川　元　樹　君　

病 院 事 業
管 理 者　平　井　宏　英　君　

教 育 長　白　石　伸　一　君　

警察本部長　宮　内　彰　久　君　

人事委員会
事 務 局 長　城　内　智　昭　君　

監 査 委 員　藤　井　一　恵　君　

　　　　　　　　　　　　　　　　　

事務局職員出席者

　　　　　　事 務 局 長　波　村　多　門

　　　　　　事務局次長
兼総務課長　本　田　敦　美

　　　　　　議 事 課 長　富　田　博　英

　　　　　　議事課長補佐　岡　部　康　夫

　　午前10時開議

○議長(山口裕君)　これより本日の会議を開きま

す。

　日程第１　代表質問

○議長(山口裕君)　日程に従いまして、日程第

１、代表質問を行います。

　発言の通告があっておりますので、これより順

次質問を許します。

　なお、質問時間は１人100分以内の質疑応答で

ありますので、さよう御承知願います。

　自由民主党渕上陽一君。

　　�〔渕上陽一君登壇〕(拍手)

○渕上陽一君　皆さん、おはようございます。山

鹿市選出・自由民主党の渕上陽一です。

　本日は、５期18年の議員生活で初めて党を代表

して質問に立つ機会をいただきました。誠に光栄

でありますが、責任の重さに身の震える思いでも

ございます。甚だ役不足ではありますが、精いっ

ぱい努めさせていただきますので、何とぞよろし

くお願い申し上げます。

　それでは、発言通告に従いまして質問に入らせ

ていただきます。

　最初にお尋ねいたしますのは、木村県政１年の

振り返りと総括についてであります。

　木村知事とは、2012年７月、知事が総務省から

出向してこられて以来、共に仕事をさせていただ

いてきましたが、その中で最も印象に残っており

ますのは、一昨年11月、ペルーとブラジルを訪問

し、熊本県人ペルー移住120周年記念式典並びに

ブラジル熊本県文化交流協会創立65周年記念式典

に、当時の木村副知事と県議会議長であった私が

熊本県を代表して参列した出張であります。

　広大な南米大陸を飛び歩く２週間の旅は、大変

ハードな毎日でありましたが、１日の予定を終え

ると、ほぼ毎晩杯を交わしながら、副知事の熊本

に対する熱い思いを聞かせていただき、議論を交

わしました。それから１年半、このような形で木

村知事への質問に立つことになろうとは思いもし

ませんでしたが、大変ありがたい機会であります

ので、本日は、木村県政１年の振り返りと総括に

ついてお尋ねいたします。
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　１年前、木村副知事は、蒲島知事が生み出され

たよき流れを継承し、さらに発展させることを目

指して、知事選挙への出馬を決断されました。

　木村候補が目指そうとしている熊本県の将来像

に共感した我々自民党は、推薦という形で支援さ

せていただいた結果、木村候補は、県民の信任を

得て見事当選、昨年４月、熊本県知事に就任し、

熊本県のかじ取りを託されました。

　かつては総務省職員として様々な経験を積まれ

てきた木村知事ですが、この１年は、恐らくこれ

までの人生の中で大変ドラマチックな１年であっ

たことでしょう。

　知事は、２度の熊本県出向を通じて、蒲島知事

の下で約７年、商工政策課長、総務部政策審議

監、総務部長、そして副知事と様々な役職を務め

てこられたことから、知事就任の時点で、既に県

全体の状況はもとより、県庁の組織や風土、知事

の業務について、必要かつ十分な理解と見識をお

持ちであったことと存じます。

　しかし、そうして就任された木村知事であって

も、実際に知事として10か月間を過ごしてみられ

て、熊本県知事の任務に関し、思っていたとおり

のことがあれば、違っていたこともあり、さらに

は、知事になって新たに見えてきたことなど、様�

々な御感想がおありのことでしょう。

　熊本県では、今、ＴＳＭＣ社の菊陽町進出を契

機として、産学官一体となっての半導体産業集積

が進展することで、巨大な経済効果が生まれるこ

とが期待されている一方、それから派生する様々

な課題が指摘されており、県民の懸念解消のため

の対応が求められております。

　一方で、全国共通の課題である地方創生の推進

や物価高騰への対策に加え、令和２年７月豪雨か

らの創造的復興、緑の流域治水、水俣病問題な

ど、熊本の固有の課題にも引き続きしっかりと対

処していかなければなりません。

　知事の熊本を思う情熱を形にしていくために

は、県庁全体が一丸となって効果的な政策を着実

に実行していく必要があり、そのためには、県職

員の存在や役割に対する客観的かつ正当な評価と

職員が積極的に仕事に取り組むためのよき動機づ

けが大変重要であることを、釈迦に説法ながら、

あえて申し添えます。

　その上で、知事にお尋ねいたします。

　知事御就任から今日までの10か月間に感じてこ

られたこと、職員への思い、そして、これからの

熊本県政をどのような哲学と気構えを持って運

営、推進していこうと考えておられるのか、お尋

ねいたします。

　　�〔知事木村敬君登壇〕

○知事(木村敬君)　自由民主党の代表質問、渕上

議員からの御質問にお答え申し上げます。

　昨年４月に知事に就任し、様々な政策に対して

判断を下し、その責任を負うという知事の業務の

重責を、改めて痛感しております。

　具体的には、災害対応において、今年度は、幸

いなことにこれまで人命が失われるような大きな

災害は発生していないものの、梅雨時期には本県

にも線状降水帯の発生予測が複数回発表されるな

ど、県民の生命を脅かす災害発生のおそれがござ

いました。

　特に、昨年８月の台風10号でございますが、こ

の台風10号は、進路が平成11年の甚大な高潮被害

をもたらした台風と大変進路が似ておりましたの

で、非常に強い危機感を持ちまして、万全な対応

に努めました。

　災害対策本部の設置といった対応方針につい

て、副知事や危機管理監と昼夜を問わず連絡を取

り、知事として県民の生命を守る最善の対策がで

きているだろうかと、常に自問自答を繰り返しな
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がら災害対応に挑みました。

　今後とも、県民の命と暮らしを守ることを第一

に、引き続き緊張感を持って災害対応に取り組ん

でまいります。

　また、就任時から、職員に対しても、現場に出

向き、県民や市町村、関係団体の方々の声を聞

き、政策に反映する現場主義の徹底を呼びかけて

まいりました。

　まず、私自らが市町村に出向き、直接県民の皆

さんのお声を聞きますお出かけ知事室を開催し、

これまで23の市町村を訪問し、361名の方と直接

意見交換をさせていただきました。

　このほかにも、市町村長、各種関係団体、さら

には子供たちや子育て世代の方々など、政策に関

する幅広い方々とも、直接対話、意見交換をさせ

ていただきました。

　現場の当事者ならではの御意見をいただいたこ

とで、私自身の政策形成の視野が大きく広がった

と感じております。

　職員には、やってみなっせの精神で、リスクを

恐れず、挑戦し続けることもお願いしてまいりま

した。

　これまで、各推進本部における取組ですとか、

現在、この議会に御提案させていただいておりま

す来年度予算の編成など、スピード感を持ってし�

っかりと業務に取り組んでもらったことに感謝し

ております。

　今後の県政運営に当たって、これまで様々な現

場や関係者の方々と接して感じていることは、あ

らゆる分野において労働人材や地域の担い手など

の人手不足が問題となっていることでございま

す。

　このため、今後は、人づくり、人を育てるとい

うことを特に意識して、政策の練り込みをしっか

りやっていきたいと考えております。

　また、これまで、災害からの創造的復興から始

まり、ＴＳＭＣの進出など、経済面の対応に注力

する状況が続いていますが、私は、行政が果たす

べき根幹的な役割は、教育と福祉にあると思って

おります。

　今後は、熊本の将来を担う子供たちや子育て世

代、さらには高齢者や障害者、皆様がきらきらと

輝き、学びや生活ができる環境、社会づくりを進

めてまいります。

　私が目指す熊本を実現するためには、職員に、

失敗を恐れることなく、伸び伸びと何事にも挑戦

しながら、日々の業務に取り組んでもらうことが

重要であると考えております。

　そのためには、ワーク・ライフ・バランスの実

現やハラスメントの防止など、職員が働きやすい

職場環境をつくっていくことが不可欠です。

　多様な職員が活躍できて、働きやすい、そして

自分の考えやアイデアを気軽に上司に相談できる

風通しのよい職場をつくっていきます。

　現在、人事、人材育成に関する基本方針の改定

作業を進めております。既存の枠から飛び出す精

神で、積極果敢に挑戦していく職員の育成にも努

めてまいります。

　私自身、コミュニケーションの活性化や職員が

相談しやすい環境づくりのため、例えば、知事執

務室のドアをオープンにしたりですとか、県職員

組合のユース部とか市町村からの研修生など、若

手職員と意見交換をする機会を積極的に設けてお

ります。

　また、政策の推進に際しては、当然、地域住民

から選ばれた議員各位からいただく様々な御意

見、御提案、それらに加えまして、これらを補完

する形で現場を訪れて県民の皆様から直接意見を

伺うことが大変重要と考えており、これからも現

場主義を大事にしてまいります。
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　職員が働きやすい環境の下で、現場の声も踏ま

え、県民と一緒に人づくりにつながる創意工夫に

富んだ政策を立案、実行していくことで、子供や

若者が笑顔になり、ひいては県民みんなが笑顔に

なり、持続的で活力あふれる熊本の実現に努めて

まいります。

　以上でございます。

　　�〔渕上陽一君登壇〕

○渕上陽一君　知事より、就任後１年を振り返っ

ての感想と今後の県政運営の目標について、大変

明快な御答弁をいただきました。

　質問の中でも申しましたが、知事の情熱と目標

を形あるものにしていくためには、何と申しまし

ても県庁が一丸となって効果的な政策を着実に実

行していくことが必要であります。そのために

は、知事がおっしゃったように、職員の皆さんが

伸び伸びと働ける環境を整えることが大変重要で

あります。

　以前、蒲島知事がこんな話をされたことがあり

ます。

　私は、東大教授時代、学生に教えない教授とい

うことで有名でしたが、教えないことで学生たち

が自主的に勉強する、その環境を整えるのが私の

役割でした。県庁においては、全職員に、１、ス

ローガンを立てろ、２、皿を割れ、３、全ての職

員が知事となれと言っているんです。皿を割れと

いうのは、リスクを恐れず、仕事をどんどんやれ

ということ、そうすることで県庁全体がうまくい

くのです。

　木村知事は、学生時代は教えない蒲島教授の下

で学ばれ、官僚となられた後も、蒲島前知事の

下、熊本県政の最前線でたくさんの皿を割りなが

ら働く経験をしてこられたからこそ、県職員の皆

さんに対して、やってみなっせ精神で挑戦をと呼

びかけておられるのでありましょう。

　熊本県が、木村知事のリーダーシップの下、様�

々な困難を克服し、新たな繁栄と発展に向かって

大きく飛躍し続けることを心より期待いたしま

す。

　昨年４月の臨時議会において、知事は、蒲島前

知事が築かれてきたよき流れを、より強く、より

大きくし、くまもと新時代を切り開いていくとし

て、地下水保全や渋滞対策など、待ったなしの課

題に時間的緊迫性を持って取り組んでいくと宣言

され、その後、知事は、喫緊の重要課題解決に向

け、６つの推進本部を設置されました。

　本日は、各推進本部の総括と今後の取組につい

てお尋ねをいたします。

　まずは、地下水保全推進本部についてでありま

す。

　本県の豊富な地下水は、古来、住民の生活を支

えるかけがえのない宝であり、知事は、就任早�

々、地下水保全推進本部を立ち上げ、積極的に地

下水保全に取り組まれています。

　今年度策定された県政運営の最上位方針である

くまもと新時代共創基本方針、そして、その基本

方針を具体化するくまもと新時代共創総合戦略に

おいても、地下水の保全は�「いつまでも続く豊か

な熊本」�における第一の施策に位置づけられてお

り、知事の地下水に対する強い思いが伝わってき

ます。

　地下水保全推進本部では、現在、知事のリーダ�

ーシップの下、熊本の地下水の量及び質を確実に

保存していくための様々な取組が進められていま

す。

　そうした中、昨年12月、ＪＡＳＭ第１工場が本

格稼働を開始し、続いて今年は第２工場の着工も

予定されておりますが、半導体工場では大量の水

を使用することから、県民の間には、依然として

地下水の減少や排水の質について不安視する声が
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上がっており、県では、そうした不安や懸念を解

消するための対応を強化していくことが必要であ

ります。

　つきましては、地下水保全推進本部のこれまで

の歩みと今後実施を予定している取組について、

環境生活部長にお尋ねいたします。

　　�〔環境生活部長小原雅之君登壇〕

○環境生活部長(小原雅之君)　地下水保全推進本

部のこれまでの総括と今後の取組についてお答え

いたします。

　県では、昨年５月に設置した知事を本部長とす

る地下水保全推進本部において、関係部局が連携

し、関係市町村等と協力しながら、地下水の量と

質の課題解決に向け、取組を進めております。

　まず、地下水量の保全については、地元農業者

の方々の御協力もあって、涵養期間の延長や水稲

作付面積の拡大などの地下水涵養の取組が順調に

広がっており、令和４年度から９年度の５年間に

かけて、地下水涵養の増加量が1,000万トンを超

えるめどが立ったところでございます。来年度も

この取組が継続されるよう、地元関係機関としっ

かり連携してまいります。

　さらに、このような涵養を維持していくために

は、阿蘇地域を源とする白川の豊富な水量が必要

不可欠です。

　県では、阿蘇地域の草原が水源涵養に果たす役

割に着目し、企業や自治体、住民等の流域の受益

者が阿蘇の草原等を維持する活動を支援するため

の仕組みを構築することとしており、その関連予

算を本定例会に提案しています。

　また、新規工業用水道の整備や水再生処理シス

テムの本県での導入可能性の検討を進めるなど、

企業による地下水取水量の削減につながる取組を

進めます。

　さらに、セミコンテクノパーク周辺の道路や下

水処理場の整備について、浸透井戸や雨庭など、

雨水を可能な限り地下に浸透させる排水計画の検

討を進め、地下水への影響の最小化を図ってまい

ります。

　次に、地下水質の保全については、まず、法令

等規制物質について、河川や地下水、熊本北部浄

化センターの放流水で水質汚濁防止法等に基づく

水質調査を行うとともに、迅速な結果公表に努め

ています。

　また、半導体関連企業の集積地域周辺では、法

令等規制外物質の環境モニタリングも実施してお

り、ＰＦＡＳを含む化学物質１万種以上や金属類

18種を対象に、新たな工場の稼働前後で変化がな

いかを確認しています。

　この調査結果は、今月末開催予定の専門家委員

会で検証していただき、専門家の意見を添えて公

表するとともに、適切な対応につなげてまいりま

す。

　なお、この環境モニタリングは、全国的にも例

のない先進的な取組であり、来年度以降も継続す

る予定です。

　また、半導体関連産業の集積に伴い増加する工

場排水を処理するため、新たな特定公共下水道の

整備も進めてまいります。

　次に、全国的に注目を集めている有機フッ素化

合物ＰＦＯＳ、ＰＦＯＡについてお答えいたしま

す。

　県では、地下水や河川の常時監視対象の定点

156か所で環境調査を実施しており、ＰＦＯＳ及

びＰＦＯＡについては、令和７年度に全ての定点

で調査を完了する予定です。

　なお、これまで県が実施した83か所では、指針

値超過の事例はありませんでした。

　国からの要請を受け、水道事業者等において実

施された水道の調査では、２か所で目標値の超過
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が確認されました。また、本県が市町村と連携し

独自に実施した廃棄物最終処分場の調査では、４

か所で指針値の超過が確認されました。

　指針値等超過した６か所については、国の対応

の手引を参考に、関係市町村等と連携して、水道

利用者や周辺の地下水利用者に飲用を控えるよう

注意喚起を行いました。あわせて、指針値等の超

過範囲を把握するための追加調査に迅速に着手

し、結果が判明次第速やかに公表するとともに、

原因調査を進めております。

　引き続き、関係市町村等と連携し、指針値等超

過事案に迅速に対応してまいります。

　県では、このように様々な取組を実施していま

すが、県民の皆様の地下水に対する不安解消のた

めには、地下水保全に関する正しい情報を分かり

やすく発信していくことが重要と考えています。

　そのため、地下水のリアルタイム配信や半導体

関連企業の集積に伴う地下水への影響シミュレー

ション、水質調査結果等の公表に加えて、地下水

保全の取組を分かりやすくまとめたショート動画

等を作成し、ＳＮＳで発信しております。

　地下水保全推進本部では、今後とも、市町村や

関係団体、県民の皆様とも協力し、地下水の量と

質の保全に全力で取り組んでまいります。あわせ

て、地下水に関する正しい情報を積極的かつ効果

的に発信し、県民の皆様の地下水に対する不安の

解消に努めてまいります。

　　�〔渕上陽一君登壇〕

○渕上陽一君　答弁をいただきました。

　地下水保全に対する県民の懸念が解消され、Ｔ

ＳＭＣ進出による様々なプラス効果を県全体で存

分に享受できるよう、しっかりと監視と情報公開

を徹底するとともに、水資源の保全と涵養を鋭意

推進していただきますよう、よろしくお願いいた

します。

　次に、渋滞解消推進本部についてお尋ねしま

す。

　熊本都市圏では、朝夕の通勤時間帯のみなら

ず、路線によっては日中や週末も渋滞が顕著であ

り、県民最大の関心事となっております。

　また、令和３年に熊本都市圏連絡道路経済効果

等検討会が公表した渋滞による経済的損失額は、

県民１人当たり年間17万円、熊本市民では約24万

円に上るなど、交通渋滞が県民の日常生活や経済

活動に深刻な悪影響を及ぼしていることは明らか

です。

　昨年６月定例会における前川議員の代表質問に

対し、知事は、熊本都市圏を取り巻く交通環境は

極めて厳しく、これにしっかりと向き合わなけれ

ば熊本の成長はない、熊本の未来のさらなる発展

に向けて、渋滞解消に時間的緊迫性を持って取り

組むとの決意を表明された上で、年内を目途に渋

滞解消の取組を取りまとめることや熊本市長や各

市町村長との対話を広げていくと答弁されまし

た。

　その後、昨年７月の大西熊本市長とのトップ会

談において、車１割削減、渋滞半減、公共交通２

倍というキーワードが示されました。

　また、８月には、県と市の議長も出席しての熊

本県・熊本市調整会議が開かれ、まずは、従来か

らの渋滞に加えて、企業の集積などに伴い、特に

大きく交通状況が変化している熊本市東部とセミ

コン周辺を含む熊本都市圏の北東部エリアをター

ゲットとして、年内を目途に渋滞対策の方向性を

示すとともに、短期対策として、具体的な箇所を

公表することとされました。

　昨年度実施されたパーソントリップ調査では、

熊本市東部の地域内を移動する交通が朝ピーク時

で２割から３割増加していることや、12月の熊本

県交通渋滞対策協議会で、熊本都市圏北東部の主
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要渋滞箇所が12か所追加されたことも公表されて

おります。

　まずは、このエリアをターゲットにどのような

対策が示されるのか、私も非常に期待を寄せてい

たところであります。

　こうした中、昨年12月の第２回熊本県・熊本市

調整会議において、車の流れをよくする施策とピ�

ーク時の交通を分散する施策や車から公共交通へ

の転換を促す施策を連携させて取り組むことが示

されました。

　このうち、車の流れをよくする施策では、１、

既存の道路改良計画の着実な進捗に加え、県、熊

本市で３年以内に30か所の交差点改良等を行うこ

とにより、10年以内に主要渋滞箇所約80か所を改

善すること、２、ピーク時の交通を分散する施策

では、企業を含むオール熊本で、１年以内に１万

人のオフピーク通勤等に取り組むこと、３、そし

て、車から公共交通への転換を促す施策では、公

共交通の利用を促進させるソフト対策や輸送力を

強化する基盤整備などにより、全ての移動手段の

うち、公共交通が占める割合を10年以内に２倍と

することが県民に約束されました。

　私は、県議になって以来、我が国の国道の中で

最悪とまで言われる国道３号線山鹿―熊本間の渋

滞解消を目指して、国道３号植木バイパス早期実

現期成会を立ち上げ、期成会の皆さんと国土交通

省をはじめ関係各所に対し陳情を繰り返してきま

したが、その私からしますと、この３つの約束が

本当に達成されれば、一定の渋滞解消が実感でき

るのではないかと頼もしく感じる反面、過去の経

緯と現状を振り返りますと、今回の取組が画期的

なブレークスルーとなり得るのか、不安を感じて

いるのは私だけではないと思います。

　そこで、亀崎副知事に２点お尋ねします。

　まずは、県・市調整会議で合意し公表された対

策については、直ちに具体策に着手し、できるだ

け早く県民に変化を実感していただくことが重要

であるため、現在の取組状況についてお尋ねいた

します。

　次に、交差点改良など短期的な対策だけでな

く、将来の熊本都市圏の交通の姿を見据えた抜本

的な対策が極めて重要であることから、中長期的

取組の方向性についてお尋ねいたします。

　　�〔副知事亀崎直隆君登壇〕

○副知事(亀崎直隆君)　熊本都市圏の渋滞問題

は、本県にとりまして喫緊の課題であり、道路施

策と公共交通施策を車の両輪として推進すること

が不可欠です。

　議員御指摘のとおり、県民の皆様に早期にその

効果を実感していただくことが重要であり、中長

期的な対策を進めながら、即効性のある短期対策

を効率的に、かつ重点的に実施してまいります。

　まず、１点目の昨年末に公表しました対策の取

組状況についてお答えいたします。

　車の流れを円滑にする取組といたしまして、信

号制御と連携した交差点改良を進めており、県と

熊本市で計30か所の交差点改良を計画しておりま

す。

　そのうち、県が実施します19か所につきまして

は、阿蘇くまもと空港と都市圏中心部を結ぶ第二

空港線や合志市御代志周辺からセミコンテクノパ�

ーク間の県道大津西合志線、大津植木線の主要渋

滞箇所など、右折レーンの追加を含む改良計画の

具体化に向け、用地調査などに着手いたしまし

た。

　また、バス停車時の後続交通の流れをスムーズ

にするため、旧国道57号、すなわち県道熊本菊陽

線の自動車学校阿蘇製薬前バス停や国道387号の

再春医療センター前バス停など、10か所を対象に

バスベイの整備を進めております。
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　ピーク時の交通を分散する取組といたしまして

は、昨年９月に、県と熊本市の職員4,000人が時

差出勤等を実施しました。その結果、県庁付近の

交差点におきまして、朝のピーク時間帯の交通量

が約１割減少し、２キロメートル以上の渋滞発生

回数も前年と比べ半減するなど、定量的な渋滞緩

和効果が確認されました。この取組は、近隣自治

体や経済界からも賛同を得ており、今後は県民運

動としてさらなる展開を図ってまいります。

　さらに、車から公共交通への転換を促す取組と

して、公共交通の重要性やその社会的便益につい

て県民の皆様に周知を図るとともに、公共交通を

利用しやすい環境整備にも取り組んでおります。

特に、パーク・アンド・ライド駐車場の設置箇所

や駐車台数の拡充に努め、公共交通の利用促進を

図ってまいります。

　これらの短期対策については、県民の皆様にそ

の効果を実感していただけるよう、引き続き迅速

に取り組んでまいります。

　次に、２点目の中長期的な取組の方向性につい

てお答えいたします。

　道路施策では、熊本都市圏３連絡道路の計画の

具体化や熊本西環状道路、中九州横断道路などの

高規格道路の整備促進を図るとともに、国道や県

道の主要な幹線道路についても、計画的、重点的

に整備を進めてまいります。

　具体的には、セミコンテクノパーク周辺の基幹

的な幹線道路について、昨年度創設されました国

の新たな交付金を活用いたしまして、地元自治体

と連携しながら集中的な整備を推進します。ま

た、交通量の増加が著しい熊本都市圏東部エリア

では、道路ネットワークの強化が必要と考えてお

り、県と熊本市が連携して検討を進めてまいりま

す。

　さらに、熊本市周辺部の幹線道路につきまして

は、広域的な整備を進める方針で合意しており、

現在、熊本市と菊陽町を結ぶ県道辛川鹿本線など

の整備着手に向けた協議を進めております。

　公共交通施策につきましては、バスやＪＲ、電

鉄電車の活用を促進し、公共交通へのさらなる転

換を進めます。特に、ＪＲ豊肥本線の輸送力強化

や新たな交通モードの導入につきましても、検討

を深めてまいります。

　熊本都市圏の渋滞対策については、熊本市に加

え、合志市、大津町、菊陽町、嘉島町、益城町な

ど周辺自治体とも連携し取組を行うとともに、今

月14日に開催する第２回渋滞解消推進本部におき

まして、都市圏全体の渋滞解消に向けた方針をお

示しいたします。

　今後も、国や警察本部、交通事業者など関係機

関と緊密に連携し、一丸となって渋滞対策に全力

を尽くしてまいります。

　　�〔渕上陽一君登壇〕

○渕上陽一君　詳しく答弁をいただきました。

　渋滞解消は、その根幹をなす道路事業の性格

上、長い時間と多額の予算を要するものと承知し

ておりますが、県民の間に早急かつ抜本的な改善

を願う機運がかつてないほど高まっている今こ

そ、県がリーダーシップを発揮し、国、そして関

係市町村と十分な連携を取りながら、着実かつ迅

速に対策を取り進めていただきますよう、お願い

を申し上げます。

　次に、「こどもまんなか熊本」推進本部につい

てお尋ねいたします。

　私が初当選した平成19年４月当時、県議会自民

党では、こども輝き条例の制定に向けて、専門の

先生方を招いて御講演をいただいたり、県関係者

の皆さんと条例制定のための準備が進められてお

りました。私も、地元の保育園や学校を回り、い

ろいろと子供たちの状況などを伺い、条例の必要
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性を感じました。

　これは議員として初めて条例制定に触れる機会

でもありましたが、条例の精神をもっと早く知っ

ていれば、３人の子を持つ親として、子育ての仕

方が違っていたのではと気づかされました。

　当時、日本の子供の精神的幸福度は、先進国38

か国中37位でしたが、それは今も変わっておりま

せん。その後、家庭教育支援を行うためのくまも

と家庭教育支援条例も制定されました。

　国は、子育てや少子化、児童虐待、いじめな

ど、子供を取り巻く社会問題に対して、本質的な

対策を進め、解決するため、令和５年４月、子ど

も家庭庁を設置し、令和６年５月には、こども家

庭審議会によってこどもまんなか実行計画2024策

定の意見取りまとめが行われました。

　この実行計画には、少子化対策加速化プランの

ほか、子供の貧困対策、子供、若者自殺対策など

幅広い方策が盛り込まれ、それをどの省庁が担当

するかも明記されており、子供、若者、家族への

支援に関わる施策など、387の項目を初めて一元

化してまとめた上で、毎年評価と検証を行いなが

ら、一つ一つ見直しを行っていくとされていま

す。

　一方で、各市町村においても、これまでも子育

て支援を実施していることは、皆様も御承知のと

おりであります。

　昨年、ある首長選挙立候補者の出陣式に出席し

た際、私が胸を突かれた候補者の言葉を御紹介し

ます。

　私は、これまで３期12年間、箱物などにできる

だけ予算を使わず、子育て支援のために、18歳以

下の医療費無償化、学校給食費半額補助、不妊治

療費補助など、町でできることは全てやってきま

した。しかしながら、なかなか効果が上がらず、

町民から、今の町長は何をしとるか分からぬなど

といった批判の声をいただくことが少なからずあ

ります。人口減少や子育て支援の問題は、各市町

村で競わせるのではなく、国や県でしっかりと取

り組んでほしい。

　皆さん、この言葉をどう聞かれたでしょうか。

　この自治体は、平成26年日本創生会議が初めて

発表した消滅可能都市に含まれたことで、危機感

を覚えた若き首長が、必死になって打てる手を全

て打ってこられた結果がこの悲痛な叫びなので

す。

　木村知事は、県政の最重要課題の一つに、こど

もまんなか熊本の実現を掲げられておられます。

知事就任後間もない５月に、早速、知事自らをト�

ップとする全庁横断的な組織として「こどもまん

なか熊本」推進本部を立ち上げ、こどもまんなか

熊本実現計画の策定や関連施策の推進に当たって

こられました。

　私ももちろん、熊本の将来を担う子供、若者が

きらきらと輝き、県民が家庭や子育てに夢を持て

るこどもまんなか熊本を実現して、本県の人口減

少、少子化に歯止めがかかることを願ってやみま

せんが、先ほどの例が示すとおり、容易なことで

はありません。

　そこで、県は「こどもまんなか熊本」推進本部

を中心に、今後５年間の計画期間において、こど

もまんなか熊本の実現にどのような方向性で取り

組んでいくのか、それに向けて、来年度は、どの

ような分野に重点を置き、いかなる施策を展開

し、どのような成果を上げようとされているの

か、健康福祉部長にお尋ねいたします。

　　�〔健康福祉部長下山薫さん登壇〕

○健康福祉部長(下山薫さん)　「こどもまんなか

熊本」推進本部については、知事就任直後の昨年

５月、こどもまんなか熊本・実現計画の策定や関

係部局による施策の推進等を目的に立ち上げ、こ
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れまで検討を重ねてまいりました。

　その過程において、有識者からは、子供、若者

が幸せに暮らし、成長できるようにすることをは

じめ、子育て当事者はもちろん、その方々を支援

する人を笑顔にすることが重要との意見が示され

ました。

　また、こども未来創造会議等を通じて、県民の

皆様から数多くの御意見をいただきました。その

中で、保育人材不足の問題、いじめ、不登校など

学校生活に関する悩み、妊娠、出産への支援を求

める声が多いことなど、ライフステージに応じた

様々な課題が見えてきました。

　計画策定後は、計画期間である来年度からの５

年間で、これらの課題に着実に対応していくこと

が重要だと考えています。

　そのため、幼児教育、保育の質の向上や子供た

ちの学びを支える環境づくり、結婚、妊娠、出

産、子育てを望む方々の希望の実現などに向けた

各種施策について、各部局が連携して進めてまい

ります。

　具体的には、令和７年度の新規・拡充施策とし

て、離職した保育士等の再就職支援や中高生に対

する保育体験講座の実施を支援し、保育人材の確

保、育成を進めます。

　また、教育委員会において、教員業務支援員を

公立小中学校、県立学校の全校に配置し、教員の

負担軽減を図り、先生が児童生徒に向き合うこと

に注力できるよう、サポートする予定です。

　さらに、保険適用外となる不妊治療の先進医療

に対する補助やＩＣＴを活用した総合的な周産期

医療体制の充実により、妊娠、出産の希望をかな

える取組を実施するなど、推進本部で議論した各

部局の事業について、今定例会に予算を提案して

います。

　こうした施策以外にも、来年度中には県内全て

の市町村でこども計画が策定されるよう、県とし

て引き続きしっかりと市町村と連携し、試行錯誤

の取組の中から生まれてくる成果を、県内自治体

間で横展開し、広げていけるよき流れが生まれる

よう、取り組んでまいります。

　５年間で成果を上げていくに当たっては、今後

とも、計画策定時と同様、引き続き当事者、関係

者の御意見を伺いながら、施策を検討、推進して

いくことが重要だと考えています。

　また、知事のリーダーシップの下、県内企業や

各種団体等との連携に向けて、庁内の各部局が関

係機関との強力なネットワークを構築し、取組を

進めていくことが肝要です。

　こうした認識の下、子供、若者がきらきら輝

き、県民の皆様が家庭や子育てに夢を持てるこど

もまんなか熊本が実現され、その結果、少子化、

人口減少の流れを変えることにつなげられるよ

う、全庁挙げて全力で取り組んでまいります。

　　�〔渕上陽一君登壇〕

○渕上陽一君　御答弁をいただきました。

　この問題については、先ほど申し上げましたと

おり、容易なことではありませんが、県庁一丸と

なって、毎年評価と検証を行いながら、こどもま

んなか熊本の実現に向かって取り組んでいただき

ますよう、よろしくお願いを申し上げます。

　次に、「くまもとで働こう」推進本部について

お尋ねします。

　先日、山鹿市議会議員選挙が行われ、新人候補

が８名、うち女性候補が３名出馬されたことで、

久しぶりに注目が集まる選挙となりました。その

一方で、大変残念だったのは、まだ若く、今後を

大変期待されていた現職議員の１人が出馬を断念

されたことです。

　話を聞きますと、飲食店を経営する彼は、議員

の仕事で自分が店を休むと人手が足りなくなっ
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て、職場の環境が悪化したり、人材育成や新メニ�

ュー開発の機会も減少するため、次第に収益の減

少につながっていき、従業員に迷惑をかけること

になるので、立候補を断念したとのことでありま

した。

　令和６年９月末に、熊本県内の商工会会員事業

所485者を対象に行われた人手不足を含む経営へ

の影響についての調査結果によると、人手が不足

していると回答した割合が44％と、調査開始以来

最も高くなり、従前の事業規模を縮小したので何

とか足りていると回答した６％と合わせると、全

体の50％が実質的な人手不足という結果になって

いました。

　また、業種別の人手不足の割合は、運輸業69�

％、建設業58％と、この２業種の割合が高くなっ

ており、地域別では、熊本市は29％と最も低い一

方で、天草と八代、芦北では実に６割を超えてお

ります。

　現在の社会状況を鑑みますと、このままでは、

今後ますます人手不足や人材不足の影響が大きく

なることが懸念されます。

　昨年12月、県が策定したくまもと新時代共創基

本方針では、「熊本で育った�「人材」�が個性と力

を発揮できる、世界に開かれた�「活躍の場」�を創

出することにより、熊本の地域としての魅力を向

上させ、その魅力に吸い寄せられるように、更な

る「人材」の流入につながる熊本を目指」�すとさ

れています。

　人材の確保は地域の活力の源でありますが、一

方で、少子高齢化による生産年齢人口の継続的減

少は、受け止めなければならない厳しい現実でも

あります。

　熊本日日新聞社などが毎年実施している経営者

意識調査では、 今年の県内の景気見通しについ

て、回復基調が続くとの見方が優勢でしたが、一

方で、景気が悪くなる要因として、６割の経営者

が人手不足を上げています。

　県民生活の安定や県経済の成長のためには、特

に人手不足が深刻とされる建設、運輸、医療、福

祉をはじめ、各分野における人手不足の解消が不

可欠です。

　こうした中、県は、昨年８月、知事をトップと

する「くまもとで働こう」推進本部を設置されま

したが、これまでの経過と今後人材の確保、育成

にどのように取り組んでいかれるのか、商工労働

部長にお尋ねいたします。

　　�〔商工労働部長上田哲也君登壇〕

○商工労働部長(上田哲也君)　本県が将来にわた

り発展していくためには、各産業を支える人材の

確保、育成が重要であると認識しています。

　県では、知事を本部長とする「くまもとで働こ

う」推進本部を昨年８月に立ち上げ、全庁的に人

材の確保、育成に取り組んでいるところでござい

ます。

　これまでの本部会議では、議員にも御指摘いた

だきましたが、本県が置かれている深刻な人手不

足の現状の共有や課題の整理を行い、今後の施策

の方向性について議論してまいりました。

　また、人材確保に成果を上げている県内の事業

者の取組を好事例として取りまとめており、関係

団体や事業者などへの周知など、これを活用して

横展開を図っているところでございます。

　県内事業者の好事例からは、女性や若者、子育

て世帯など、多様な人材の視点に立って待遇や職

場環境の改善を図ることが労働力の確保につなが

ることなど、改めて気づきを得るとともに、その

必要性等を再認識いたしました。

　このような課題認識を踏まえ、今定例会に新規

事業を含む関連予算を提案しております。

　まず、来年度、新たに、企業が女性を採用する
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ために必要な職場環境の整備について学ぶセミナ�

ーや女性向けの地域別合同企業説明会など、子育

て等で現在就労していない女性が働くきっかけづ

くりに取り組みたいと考えています。

　また、県では、働く人が生き生きと輝き、安心

して働き続けられる企業をブライト企業として現

在511企業認定しておりますが、さらにこの普及

拡大を図ってまいります。これらに加え、職業訓

練やリスキリング等を通じて、潜在的な労働力の

掘り起こしも進めます。

　昨年12月に策定をしましたくまもと新時代共創

総合戦略では、熊本で育った人材に熊本で活躍し

てもらうことを目指し、高校新卒者の県内就職率

の目標値を71％と、前戦略から６ポイント引き上

げました。

　この県内就職率の向上に向け、教育委員会と連

携をして、県内高校生等に対し、県内の企業や建

設業、運輸業、観光業など、各産業で働くことの

魅力を伝えるとともに、出会い、マッチングする

機会の創出に取り組んでまいります。

　また、エッセンシャルワーカーの確保を図るた

め、保育士養成施設による中高生等に対する保育

体験講座等への支援やバス運転士の免許取得の支

援、高校生の１日看護体験等にも取り組んでまい

ります。

　一方で、労働力確保だけでなく、様々な技術を

生かした業務改善や生産性向上も必要です。その

ため、今般の国の経済対策予算も活用して、製造

業の生産現場等のＤＸ推進に必要な機器整備によ

る省力化や介護の現場におけるロボット、ＩＣＴ

といった介護テクノロジーの導入による勤務環境

改善など、事業者への支援を強化してまいりま

す。

　また、県南の人吉・球磨や天草、水俣・芦北地

域は、県内でも高校新卒者の県内就職率は低い状

況にあります。その県南地域を対象に、市町村が

主体的に関わり、企業が連携して行う企業ＰＲ、

職場環境の改善等の取組への支援や高校生等の職

場体験研修を実施するなど、企業の人材確保や若

者の地元定着を強力に後押しいたします。

　引き続き、関係団体や事業者等とも幅広く連携

しながら、県内各産業における人材確保と育成に

向けて、あらゆる手段を尽くし、全庁挙げて取り

組んでまいります。

　　�〔渕上陽一君登壇〕

○渕上陽一君　答弁をいただきました。

　我が国全体で人手不足がいよいよ深刻な問題に

なる中、本県においては、ＴＳＭＣの進出を契機

として、一部では若年層の奪い合いや条件引上げ

競争が起きる一方で、労働集約型の零細中小企業

においては、労働力が確保できず、黒字、赤字を

問わず、廃業、倒産を余儀なくされる例が散見さ

れるようになっております。この傾向は、今後ま

すます深刻化していくと危惧されています。

　こういった現状を打開するためには、今後と

も、人材の確保、育成に向けて、あらゆる手段を

尽くしながら、全庁挙げて取り組んでいただきま

すよう、お願いを申し上げます。

　次に、外国人材との共生推進本部についてお尋

ねします。

　菊陽町へのＪＡＳＭ進出や人材不足等を背景と

して、県内在住の外国人数は増え続けており、法

務省の最新統計によれば、県内の在留外国人数

は、令和６年６月末で２万7,407人と、過去最高

を更新しました。

　また、熊本労働局が１月31日に公表した外国人

雇用状況によると、令和６年10月時点の県内の外

国人労働者数は２万1,437人で、こちらも過去最

高となっています。

　県内の介護、製造、建設、土木など、各産業で
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ふだんから人材確保に苦労されている事業者にと�

って、今や外国人材は必要不可欠な労働力となっ

ています。

　外国人の方々は、県内各地で働き、暮らしてお

られ、私の地元山鹿でも見かける機会が増えてき

ました。

　そのような中、県内あちこちで住民の方々が、

地域に入ってこられた外国人との距離を縮めよう

と努力しておられ、例えば、山鹿市でも、地域の

祭りや催しに外国人住民の方々を誘って一緒に参

加されたりしています。その一方で、地域によっ

ては、外国人住民とどう付き合ったらよいか分か

らず、交流に消極的なところがあるという話を耳

にしたこともあります。

　私は、外国人住民に最も近い存在である市町村

が、地域に住む外国人の方々に寄り添い、しっか

りと支えていくことが最も大切だと感じています

し、同時に、外国人を働き手として受け入れてい

る事業者の協力も大変重要でありますので、今後

より一層市町村や受入れ事業者と一緒に議論をし

ていくことが必要であると考えています。

　我が国の国際化が進んでいく中で、せっかく熊

本を選ばれた外国人の方々に長く熊本で活躍して

いただくためには、外国人の方々が働きやすく、

暮らしやすい環境を実現していくことが必要で

す。

　しかしながら、外国人住民が多い市町村や外国

人材の受入れに慣れている事業者とそうでないと

ころでは、ばらつきが見られるのも事実です。

　こうした状況を踏まえ、県は、昨年９月、知事

を本部長とする熊本県外国人材との共生推進本部

を設置されましたが、同本部のこれまでの経過

と、今後、市町村や受入れ事業者が必要とする支

援策をどのように強化していこうと考えておられ

るのか、知事公室長にお尋ねいたします。

　　�〔知事公室長内田清之君登壇〕

○知事公室長(内田清之君)　議員御紹介のとお

り、県内にお住まいの外国人の数は、昨年６月末

時点で２万7,407人と、過去最高となりました。

地域社会や各産業において人手不足が深刻化する

中、今後もその数は増加していくと考えておりま

す。

　県では、これまで２回、外国人材との共生推進

本部会議を開催し、まずは地域や各産業における

課題や優良事例の共有と取組の方向性を示したと

ころです。

　その会議の中で、言葉や文化、制度の違いから

生じるトラブル、地域社会や職場での外国人の孤

立など、防災、教育、子育て支援等の分野での各

課題を把握することができました。

　そこで、県では、新年度から、市町村や事業者

が抱える課題を解決することを目指し、多文化共

生の推進に意欲のある市町村に寄り添った伴走型

支援の実施を考えております。

　具体的には、多文化共生のモデル地域を選定

し、経験豊かなアドバイザーが、モデル地域に寄

り添い、課題の掘り起こしや人材の育成など、地

域の特性に応じた課題解決を支援いたします。こ

うしたモデル地域の取組を、県内全域へ波及させ

る仕組みづくりを推進してまいります。

　また、外国人材を受け入れている県内の事業者

や技能実習生を支援する監理団体等が行います地

域の文化・伝統行事体験、地域住民との交流事業

などに助成を行い、外国人材が地域社会へと溶け

込んでいけるよう支援してまいります。そのほ

か、外国人材と地域が触れ合う交流イベントを開

催し、日本人の友達づくりや地域への定着促進を

図ってまいります。

　県としては、今後、推進本部の参加者同士のネ�

ットワークをさらに強化することで、こうした新
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しい取組の成功事例や優良事例を県全域に波及さ

せていきたいと考えております。外国人が、職場

でも地域社会でも孤立せず、働きやすく、暮らし

やすい熊本を目指してまいります。

　　�〔渕上陽一君登壇〕

○渕上陽一君　御答弁いただきました。

　先日、地元の学校に見学に行ってまいりまし

た。その学校では、海外からの子供たちの教育を

しっかり、丁寧に行うために、算数を除く全ての

教科について個別の対応を実施したり、保護者と

の連携に十分に気を配っているとのことでありま

した。これは、市町村による学校へのサポートが

行き渡っている一つの例ではないかと思います。

外国人住民と最も近い存在である市町村の役割

が、いかに重要であるかを実感させられた次第で

す。

　外国人の方々にとって、熊本が、職場や地域社

会で孤立することなく、働きやすく、暮らしやす

い場所になれるよう、引き続き取り組んでいただ

きますようよろしくお願いいたします。

　続きまして、半導体関連産業の集積に向けた取

組と熊本版サイエンスパークについてお尋ねいた

します。

　ＴＳＭＣの本県進出決定から３年が経過し、Ｊ

ＡＳＭ第１工場は昨年末に操業が開始され、第２

工場も着工に向けて準備が進んでいます。

　この３年、熊本は、国内外から大きな注目を集

める存在となり、県議会においても、多くの議員

が県内への波及効果や様々な課題に対する県の対

応について質問され、執行部から答弁されたとこ

ろです。

　昨年末、九州経済調査協会は、九州全体の経済

波及効果が約23兆円、熊本県だけでも約13兆円

と、それぞれ過去の発表から上方修正した見通し

を発表されました。

　先般策定されたくまもと新時代共創総合戦略に

おいても、世界に伍する産業拠点熊本の創出に向

けて、半導体を中心とした新たな産業基盤を構築

すると掲げられていますが、ＴＳＭＣのサプライ

ヤー企業をはじめとした新たな半導体関連企業の

進出なども相次ぎ、さらなる半導体関連企業の集

積により、半導体を中心とした強固な産業基盤が

構築されることが期待されています。

　その一方で、国外、県外の大手企業を誘致する

だけではなく、地場の中小企業が、ＪＡＳＭをは

じめとした進出企業と取引を開始することで事業

を拡大していくことが、熊本の産業をさらに骨太

にしていくために必要なことと考えます。

　さらに、同じく総合戦略に掲げている熊本版サ

イエンスパークにも注目をしています。

　本件については、昨年９月議会で我が党の坂田

議員が質問された際、知事から、実現に向けて検

討を進めているという前向きな答弁があり、大き

な期待を抱いたところです。

　世界を見渡しますと、台湾のサイエンスパーク

が半導体産業の成功事例として広く知られていま

すが、同サイエンスパークは、企業、研究機関、

大学が密接に連携し、産学官連携の拠点として機

能していることで、グローバル市場において競争

力のある技術や製品が次々に生まれ、地域経済の

成長を強力に牽引していることは、大いに参考と

なる事例だと考えます。

　熊本県では、冒頭述べたとおり、ＪＡＳＭ第１

工場が稼働した後、半導体関連企業のさらなる集

積が進んでいますが、ここで一番重要なことは、

この勢いをいかに持続させ、発展させるかであり

ます。

　これを一過性に終わらせず、半導体を中心とし

た持続可能な産業地域として発展させるため、そ

の次なる展開として、熊本版サイエンスパークの
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創設は、極めて大きなインパクトを与えるものと

考えます。

　現在、サイエンスパークに関する検討が行われ

ているとのことでありますが、本県における企業

集積はもちろんのこと、有能な人材が多数集まる

ことにより、競争力を持つ産業の基盤構築を目指

すビジョンの作成及びそれを実現するための迅速

で的確な行動が必要と考えますので、執行部によ

る積極的な取組を期待し、知事に２点お尋ねいた

します。

　１点目は、今後、半導体産業を県経済の成長と

活性化の起爆剤にしていくために必要不可欠な関

連企業の集積や地場企業の活性化にいかにして取

り組んでいくのか、お尋ねします。

　２点目は、現在検討されている熊本版サイエン

スパークについて、どのようなものになると考え

ておられるのか、お尋ねします。

　　�〔知事木村敬君登壇〕

○知事(木村敬君)　まず、１点目の半導体関連企

業の集積に向けた取組についてお答え申し上げま

す。

　令和３年11月のＴＳＭＣ進出決定以降、これま

で新設や増設された半導体関連企業の立地協定の

締結件数は63件に上ります。その立地地域につき

ましても、北は荒尾から南は芦北町や錦町まで、

県内各地に広がり、本県は国内最大級の、また、

東アジアにも開かれた半導体製造拠点となりつつ

あります。

　引き続き、半導体一貫生産工場の存在や半導体

製造装置産業の集積といった本県の強みを生か

し、設計、材料、検査などがフルセットで立地す

る、国際競争力のあるサプラチェーンの構築に取

り組んでまいります。

　また、議員御指摘のように、国内外からの大手

半導体関連企業の進出は、地場産業のさらなる活

性化につながる最大のチャンスと認識しておりま

す。

　ＴＳＭＣの進出決定以降、国内外からの企業進

出に伴い、地場企業においても活発な投資活動が

行われております。

　半導体関連の投資に限っても、県地場企業立地

促進補助金、この認定件数は13件、投資額にして�

約263億円の工場の増設などが行われておりま�

す。

　これらの投資活動が続いていくためには、単に

地場企業が進出企業のサプライチェーンに参入す

るだけでなく、自社の技術の特徴を踏まえた参入

戦略の検討、そしてまた、参入に必要な確かな技

術力を地場企業が獲得していく必要があると考え

ております。

　県は、これまで、半導体の３次元積層実装技術

の確立に向けた熊本大学と地場企業の産学連携、

また、大手半導体企業との技術マッチングなどに

取り組んでまいりました。それらの中から、国内

外の企業が注目するような技術を開発する地場企

業も実際現れてきております。

　こうした支援に加えまして、令和７年度から

は、専門家の技術指導などにより半導体産業への

新規参入を支援するほか、セミコン台湾など国内

外の展示会で地場企業と協同して技術力をＰＲ

し、地場企業の取引拡大を後押ししてまいりたい

と考えております。

　２点目の熊本版サイエンスパークについてお答

え申し上げます。

　現在、県、関係市町、企業、有識者と協議をし

ながら、熊本版サイエンスパークの実現に向けた

ビジョンの策定を進めているところでございま

す。

　ビジョンの方向性としては、台湾の事例を踏ま

えつつ、熊本独自のサイエンスパークの構想を目
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指します。

　熊本版サイエンスパークが目指す姿は、単なる

企業の集積ではなくて、大学や研究機関も立地す

ることで、産学金官の連携によるイノベーション

の創出や、一番今ニーズになっています人材の育

成、供給が持続的に行われる場でございます。

　具体的には、特定の場所へ機能を集約するので

はなく、複数の拠点において、必要な機能を分担

し、相互に連携する分散型サイエンスパークを想

定しています。

　また、生活環境や交通ネットワークの拡充のほ

か、国家戦略特区をフルに活用して規制緩和を図

り、世界一ビジネス展開のしやすい環境を整えて

いくことが必要です。

　このような環境を整えることで、これから伸び

ていくＡＩですとか、自動運転、ロボット、遠隔

診療など、近い将来に必要となる新たな産業の創

出拠点になるものと期待しております。

　まずは、セミコンテクノパーク周辺から熊本版

サイエンスパークを展開し、テクノ・リサーチパ�

ークでの取組を進めているＵＸプロジェクトとの

連携も見据えております。

　また、交通ネットワークにおいても、中九州横

断道路や西環状道路などの整備の進捗によって、

県の南北を結ぶ交通アクセスの改善が、今八代市

に計画しております県営工業団地にも波及するも

のと考えております。

　加えて、九州各県において、サイエンスパーク

の整備が進むことが十分想定されておりますの

で、まず私たち熊本が先陣を切って、新生シリコ

ンアイランド九州の実現をリードしてまいりたい

と考えます。

　こうした考え方を、くまもとサイエンスパーク

推進ビジョンとして取りまとめ、今月末までに公

表させていただきたいと思っております。

　将来に必要とされる新しい産業が、ここ熊本か

ら生み出され、お子さんやお孫さんが喜んで熊本

に残り続け、また、全国、全世界から熊本が選ば

れるような、世界に伍する産業拠点となるよう、

全力で取り組んでまいります。

　　�〔渕上陽一君登壇〕

○渕上陽一君　御答弁をいただきました。

　本県へのＴＳＭＣ進出は、九州のみならず、全

国、そして世界からも熱い注目を集めておりま

す。

　一昨年、知事と御一緒にブラジルとペルーを訪

問した際、お会いした熊本県人会の皆様が、熊本

のニュースというといつも災害のことばかりだっ

たが、最近はＴＳＭＣの進出で熊本が世界の半導

体産業拠点になると知って大変うれしいと、涙を

流しながら喜んでおられた姿は、今も忘れること

ができません。

　半導体関連産業の集積と熊本版サイエンスパー

クの実現に向けて、着実に歩みを進めていただき

ますよう、よろしくお願いいたします。

　次に、本県農畜産業の振興についてお尋ねしま

す。

　国は、昨年６月、近年の世界の食料需要の変

動、地球温暖化の進行、我が国における人口の減

少、その他の食料、農業及び農村をめぐる諸情勢

の変化に対応し、農政の憲法とされる食料・農

業・農村基本法を、同法制定後初めて改正しまし

た。

　改正においては、食料安全保障の抜本的な強

化、環境と調和の取れた産業への転換、人口減少

下における農業生産の維持、発展と農村コミュニ

ティーの維持の実現を目指して、基本理念の見直

しと関連する基本的施策等が定められています。

　現在、この改正基本法に定められた基本的な施

策の具体的な方向性を示す食料・農業・農村基本
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法の議論が進められており、３月中の閣議決定を

目指すとしていると聞いています。

　一方で、本県においては、担い手の減少、高齢

化の進展、生産資機材価格の高止まりや気象災害

の頻発など、農業を取り巻く厳しい状況が続く

中、昨年４月に木村知事が就任され、12月には、

県政運営の基本的な考え方を示すくまもと新時代

共創基本方針及び総合戦略が策定されました。

　その中で、新たに�「「食のみやこ熊本県」�の創

造」�を提唱され、熊本の豊かな食文化を生かした

担い手の確保、育成や農畜産物の高付加価値化に

よる稼げる農畜産業の実現に取り組むことも掲げ

られています。

　私も、知事が真っ先に掲げられている人、すな

わち担い手の確保、育成こそが最も重要だと考え

ています。

　県内の基幹的農業従事者は、令和２年では５万

1,800人でありましたが、令和６年には推定４万

1,300人と、１万5,000人も減少しています。

　年齢別構成割合を見ますと、49歳以下の割合

は、令和２年が7.6％だったものが、令和６年推

定では5.5％へと減少しており、基幹的農業従事

者の減少に加え、若手農業者の割合も減少してい

ることが見て取れます。

　農業産出額全国５位の農業県である本県におい

ても、農業従事者の減少は顕著であり、今後の食

料の安全保障を確保していく上でも、大変憂慮す

べきことだと感じています。

　そのような中、私は、担い手の生産性向上の手

段として、スマート技術導入による農作業の負担

軽減や省力化は大変有意義だと感じていますし、

農業を営む人の確保とセットで考えることが、持

続的農業を営むための場所と環境の保全だとも考

えています。

　未来永劫なくてはならない農業を持続的に発

展、継続させていくためには、環境に優しく、環

境への負荷を軽減した取組も不可欠だと考えます

し、加えて、農業をもうかる産業、魅力ある産業

にし、農業者の意欲向上と地域活力の創出による

農業のさらなる活性化が必要だと考えます。

　それは、まさに知事が基本方針や総合戦略で示

されているとおり、食のみやこ熊本の実現こそ

が、活性化に必要な好循環を生み出し、本県農畜

産業の飛躍につながるものだと考えます。

　そこで質問です。

　さきに述べました国の基本法改正や基本計画の

策定等の動きを踏まえ、県として今後具体的にど

のような農畜産業の施策に取り組んでいかれるの

か、知事にお尋ねいたします。

　　�〔知事木村敬君登壇〕

○知事(木村敬君)　熊本県の農畜産業は、令和５

年の農業産出額が全国５位、生産農業所得は過去

最高の全国２位となるなど、全国的にトップクラ

スにあります。これは、安定した生産量のみなら

ず、生産のバランスや品質の良さ、そして何より

も長年にわたる生産者の皆様のたゆまぬ御努力を

もって成し遂げられてきたものでございます。

　昨今の担い手の減少、高齢化の進展や生産資材

価格の高騰など、農畜産業を取り巻く環境は大変

厳しい情勢にあります。そのような中にあって

も、本県の農畜産業を稼げる産業としてさらに発

展させていくために、私は、食のみやこ熊本県の

創造を県政の重要目標に掲げました。

　その実現には、今般の食料・農業・農村基本法

改正の主眼であります食料安全保障の確保にもつ

ながる次の３つの取組が欠かせないと考えており

ます。

　１つ目が、議員も御指摘いただきました担い手

の確保、育成でございます。

　担い手の確保、育成は、熊本県の農業施策の最
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重要課題であり、特に、先人の知識や技術を引き

継ぎ、産地の維持、発展の中心として期待される

のが親元就農者です。

　そのため、知事就任直後に、産地として活気が

ある地域に親元就農が多いこの要因について調

査、分析をするとともに、施策を検討するよう担

当に指示をいたしました。

　今定例会には、その検討を踏まえて、若年層へ

の農業の魅力発信や先輩農家による相談体制の強

化、親元就農者向けの研修の新設や経営継承に係

る支援の拡充など、担い手の確保、育成をさらに

推進するための予算を提案しております。

　また、親元就農者への給付要件が厳しい国の支

援制度について、県議会の皆様方とともに、チー

ム熊本として強く国に改善を訴えてきた結果、今

般、親と別作物への取組要件が緩和されるに至り

ました。

　こうした偉大な成果を最大限に活用して、親元

就農を含め、農畜産業を志す全ての人が、安心し

て就農し、経営発展できるよう支援してまいりま

す。

　さらに、担い手農家のさらなる生産性向上に向

けて、議員の御指摘もいただきましたスマート農

業機器の導入支援ですとか、技術にたけた人材の

確保、育成などにより、現場でのスマート技術の

普及、定着も積極的に図ってまいります。

　２つ目が、環境に優しい農業の推進です。

　県では、国に先駆けて、熊本県地下水と土を育

む農業推進条例を制定し、取り組んできたところ

ですが、持続可能な社会の実現を目指した世界的

な動きを受け、より一層環境負荷の低減が求めら

れております。

　そこで、令和７年度からの次期計画では、環境

負荷を低減しながら稼げる農林畜水産業を実現す

るため、くまもとグリーン農業の推進、地下水を

育む農業の推進、ＣＯ2ゼロエミッション化の推

進、消費者の理解醸成を４つの柱としておりま

す。特に、有機栽培での取組事例が多い水稲を重

点品目といたしまして、化学肥料、化学農薬の削

減と有機農業の拡大に努めてまいります。

　３つ目は、農畜産物の高付加価値化です。

　熊本の魅力ある農畜産物の価値をさらに高め、

今より５円でも10円でも高く売ることができれ

ば、生産者の所得は向上いたします。

　県では、スイカやトマトなどの農畜産物のくま

もとの赤としてのブランド化やくまもとあか牛な

どの地理的表示保護制度への登録などによる高付

加価値を図り、これを強みとして認知度向上と販

路拡大につなげてきました。

　また、地域資源を活用して、生産、加工、販売

を一体的に取り組み、新たな付加価値を生み出す

六次産業化の支援を行っています。令和４年度で

すが、六次産業化等の農業生産関連事業の販売金

額は、全国４位の861億円に上りました。

　現在、熊本県の農畜産物の高付加価値化や販路

拡大を進めていくための�「食のみやこ熊本県」�創

造推進ビジョンの策定を進めております。２月に

は、農畜産団体や若手農業者の代表を含めまし

て、食に関わる各分野の方々に御参画いただき、

第１回有識者会議を開催いたしました。

　会議では、農業者の所得向上に向けた経営の学

びやブランド戦略の重要性などについての御意見

がありまして、稼げる農畜産業につながる議論が

展開されていると思っております。

　今後とも、こうした取組を軸に、県民の命と健

康、そして環境を守る農畜産業が、まさに本県の

基幹産業、最大の産業としてさらに飛躍するよ

う、しっかりと取り組んでまいります。

　　�〔渕上陽一君登壇〕

○渕上陽一君　答弁をいただきました。
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　食料・農業・農村基本法が四半世紀ぶりに改正

されました。今まさに米の不足と米価の高騰が続

く中、食料安全保障の観点から、我が国の食料は

我が国の農業で賄うとなればよかったのですが、

なかなかそういうわけにはいきませんでした。

　先日、農業新聞に、農業者確保目標見送りへと

食料安全強化に懸念という見出しが載っておりま

したとおり、私は、担い手の確保と農地の維持こ

そが我が国の農業を守る車の両輪だと思っており

ます。そうした中、本県においては、担い手の確

保の方策として、親元就農への道を広げていただ

いたことに、大変ありがたく思っております。

　また、魅力ある農業にするためには、何といい

ましても稼げる農業にしていかなければならず、

それには農産物の価格転嫁や改善が必要不可欠だ

と思っております。その点も含め、食のみやこ熊

本県の創造に大変期待をしておりますので、しっ

かりと取り組んでいただきますよう、よろしくお

願いいたします。

　次に、インバウンド観光客の地域間格差につい

てお尋ねします。

　今年１月、日本政府観光局が、2024年の年間訪

日外客数は約3,690万人となり、2019年の3,190万

人を約500万人も上回る、過去最高を記録したと

発表しました。また、観光庁の発表では、これら

の訪日外国人の宿泊や買物などの消費額が８兆円

を超えており、観光が日本経済を支える柱の一つ

になっていると実感したところでもあります。

　一方、熊本県の状況を見てみますと、円安、国

際線定期便の就航数増加、ＴＳＭＣ進出などの追

い風を受けて、昨年１年間の外国人宿泊客数は約

144万人と、本県も、全国と同様、過去最高を記

録しております。

　確かに、熊本市内では、アジアからと思われる

数多くの観光客が繁華街を歩く姿を見かけます

し、熊本城や城彩苑もインバウンド観光客で連日

にぎわい、阿蘇駅から阿蘇山頂に向かう路線バス

も外国人客であふれかえっていて、まさにインバ

ウンド絶好調と言ってもよいのではないでしょう

か。

　しかし、これは、県全体を見た場合あるいは地

域を限定した場合という注釈がつくのではという

ことも感じるわけであります。

　といいますのも、例えば私の地元山鹿市を見る

とき、熊本市、阿蘇地域のにぎわいに比べます

と、相当寂しい感じが否めません。

　申すまでもなく、観光は、宿泊、飲食、運輸な

ど、関連する裾野の広い産業であり、地域経済の

活性化においても、大きな役割を担っています。

　現在、一部地域に限られているインバウンド観

光客を県内全域に誘客することは、ＴＳＭＣの経

済効果を県内全域に波及させることと同様、大変

重要でありますが、郡部の関係者にとっては、そ

の効果的な手段が見えないのも現実です。

　とはいえ、嘆いているだけでは何も動きません

ので、最近、私が大変驚かされた実例を御紹介し

ます。

　訪日ラボという観光メディアが発表する都道府

県別インバウンド人気観光スポットランキングト�

ップテンというデータがあります。その中で、熊

本県は、誰もが知っている熊本城、水前寺公園や

阿蘇山など有名観光地に混じって、熊本県民でも

あまり行ったことのない高森町の上色見熊野座神

社が何と５位にランクインしているのです。さら

に、最近、ユーチューブなどのＳＮＳでは、山都

町の幣立神宮にも注目が集まっています。

　この現象は、熊本に限らず、全国各地で見られ

ており、インバウンド客のうち、リピート客の旅

行マインドが成熟度を増していることで、外国人

が興味を抱く日本観光の幅が、都会から地方へと
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広がりつつあるからではないかと見て取れます。

　こうしたインバウンド観光の広がりを考える

と、熊本県においても、数多い観光資源を新たな

外国人観光客獲得に向けたツールとして大いにア

ピールすべく、県が市町村や観光事業者と一緒に

なって知恵を絞っていただくよう期待します。

　そこで、県として今後どのように取り組んでい

かれるのか、観光文化部長にお尋ねいたします。

　　�〔観光文化部長倉光麻里子さん登壇〕

○観光文化部長(倉光麻里子さん)　新型コロナウ

イルス感染症に対する水際対策の緩和や近年の円

安傾向等にも後押しされ、多くのインバウンド観

光客が熊本にも訪れています。

　本県の昨年１年間の外国人延べ宿泊者数は、台

湾、韓国を中心に、平成30年の101万人を大きく

上回る144万人と、過去最高を記録しました。

　その一方で、議員御指摘のとおり、インバウン

ド観光客は、国内では東京、大阪、京都、県内で

は熊本市内や阿蘇など、一部地域に集中して訪問

する傾向があります。いかにインバウンド観光客

に県内各地の魅力をアピールし、県内周遊や観光

消費拡大につなげていくかが重要な課題であると

認識しています。

　また、団体客から個人客中心へとシフトする中

で、旅行会社はもとより、個人客に熊本の魅力を

直接訴求する情報発信も必要であると考えていま

す。

　そこで、本県では、熊本でしか体験できない、

熊本でしか味わえないという熊本ならではの素材

を発掘し、訪日旅行に関心を示す個人客に熊本を

認知してもらうための施策を展開しています。

　具体的には、令和５年５月、再重点市場と位置

づける台湾に、観光レップ、いわゆる現地代理人

を置き、現地の嗜好、ニーズに合わせた効果的な

情報発信や商品づくりを実施しています。

　今年度は、観光レップの意見も踏まえ、台湾に

おいて、熊本観光をＰＲするラッピングバスの運

行やＳＮＳを活用した魅力発信、台湾の大手旅行

社を対象とした県北・県南地域への視察ツアー等

を実施しました。その結果、県北エリアを中心と

したゴルフツアーや人吉や天草地域を巡る旅行商

品の販売、催行が実現するなど、県内周遊の動き

も見え始めています。

　また、来年度は、韓国にも観光レップを設置す

る予定で、その関連予算を本定例会に提案してい

ます。

　引き続き、観光レップのマーケティング力、営

業力を生かしながら、個人客への情報発信、県内

周遊の取組を進めてまいります。

　また、熊本地震から10年の節目となる令和８年

夏には、ＪＲグループとの連携により、熊本デス

ティネーションキャンペーンを実施します。

　このキャンペーンに合わせ、県内各地の多様な

歴史、文化、食等の資源の掘り起こしや磨き上げ

を行うとともに、これら資源を生かしたインバウ

ンド観光客向けの商品開発も進めてまいります。

　今後も、インバウンド観光客の周遊、滞在促進

への取組を積極的に進め、インバウンドのもたら

す経済効果を県内全域に波及させ、地域経済の活

性化につなげてまいります。

　　�〔渕上陽一君登壇〕

○渕上陽一君　御答弁いただきました。

　質問の中でも申し上げたとおり、外国人観光客

の旅行マインドが成熟度を増し、日本の魅力を多

角的に見てくれるようになってきた何よりの証左

であり、我々受入れ側も、これまでとは違った角

度からの発想とアプローチが求められてくるとい

うふうに思いますので、ぜひとも、海外からのイ

ンバウンドに対しては、しっかりと取り組んでい

ただきますよう、よろしくお願い申し上げたいと
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いうふうに思います。

　次に、学校における働き方改革の促進について

お尋ねいたします。

　私は、これまでも、幾度となく教育をめぐる様�

々な問題について質問を行ってまいりました。い

じめ、不登校等の諸課題をはじめ、学校における

様々な課題が日々論議される中、昨今とりわけ議

題に上がるのが、忙し過ぎる先生の問題でありま

す。

　文部科学省は、あまりの忙しさのために、鬱病

など精神疾患を患って休職する先生や疲れ果てて

定年前に退職する先生が増加していることから、

学校における負担軽減、教師の時間外業務の削減

を目指す取組を始めました。

　本県においても、令和２年に熊本県の公立学校

における働き方改革推進プランを策定し、教育庁

内に学校現場の負担軽減に対応するための特命プ

ロジェクトチームが立ち上げられ、業務削減や人

材確保等の取組が行われてきました。

　しかしながら、県教育委員会が実施した現在の

業務や教育活動に関する調査に対して、６割から

８割の教職員が負担感があると回答されているこ

とからしますと、上からの掛け声とは裏腹に、現

場の先生方の負担軽減が、実際は遅々として進ん

でいないのが現状ではなかろうかと感じざるを得

ません。

　少子化や人口減少、急速な技術革新など、将来

予測が困難な時代にあって、子供たちの抱える課

題が複雑化、困難化する中で、グローバル人材育

成やＧＩＧＡスクール構想の実現など、学校を取

り巻く環境は大きく変化しています。

　学校現場では、これらに加え、全国的にも不登

校児童生徒数の急増やいじめ重大事態の発生件数

の増加、保護者や地域等からの期待への対応等に

より、教職員の負担はもはや極限に近づいてお

り、学校の働き方改革の促進は喫緊の課題である

と考えております。

　そのような中、昨年８月、中央教育審議会が、

質の高い教師の確保特別部会の審議を経て、文部

科学大臣に対して、学校の指導・運営体制の充実

や教師の処遇改善と併せて、学校における働き方

改革のさらなる加速化についての答申を行いまし

たが、その中でも、学校、教師が担う業務の適正

化の一層の推進やＰＤＣＡサイクル等に基づく学

校の働き方改革の実効性の向上、教師の健康、福

祉の確保、柔軟な働き方の推進などが求められて

います。

　熊本県の将来を担う子供たちによりよい教育を

提供していくためには、学校の働き方改革を十二

分に推進することを通じて、教職員一人一人が、

持てる意欲と能力を最大限に発揮し、子供たちと

生き生きと向き合って、その学びと育ちをしっか

りと支えることのできる環境整備が必要ではない

でしょうか。

　そこで、今後、学校の働き方改革の促進につい

てどのように取り組まれるのか、教育長にお尋ね

いたします。

　　�〔教育長白石伸一君登壇〕

○教育長(白石伸一君)　学校における働き方改革

促進の取組についてお答えいたします。

　議員御指摘のとおり、子供たちが抱える複雑、

困難な課題や様々なニーズへの対応など、学校や

教職員を取り巻く状況は依然として厳しく、昨年

度実施いたしました負担感等に関する教職員アン

ケートの結果を重く受け止めております。

　県教育委員会では、そのような学校現場等の声

を踏まえ、昨年11月に第２期公立学校における働

き方改革推進プランを策定し、子供たちを最前線

で支える教職員のウェルビーイングの向上を図る

ため、学校の働き方改革を促進することとしてお
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ります。

　具体的には、採点業務のデジタル化などＩＣＴ

を活用した業務効率化をはじめ、学校問題解決コ�

ーディネーター等による学校だけでは解決が難し

い事案対応への支援、中学校部活動の地域移行等

を進めています。

　また、今定例会には、教員の負担軽減を目的

に、これまで一部の学校のみに配置していた教員

業務支援員の公立小中学校及び県立学校への全校

配置や大規模校への教頭マネジメント支援員の配

置など、教員を支援する人材を拡充する予算を提

案しております。

　さらに、学校の校務ＤＸを促進し、業務を効率

化するため、県立学校の新たな校務支援システム

の構築や県立高校、中学校入試へのウェブ出願シ

ステム導入に係る予算も提案しております。

　県教育委員会といたしましては、教職員が生き

生きと働き、子供たちの学びと育ちをしっかりと

支えることができる環境整備に向け、引き続き、

学校における働き方改革に全力で取り組んでまい

ります。

　　�〔渕上陽一君登壇〕

○渕上陽一君　答弁いただきました。

　昨今よく報道されるようになった学校現場にお

ける授業時間数の増加や教科指導外の生徒指導へ

の対応が、これまで以上に必要となってきている

ことは、地元教育関係者の皆さんと日頃の意見交

換を通じて、十分理解をしております。

　しかしながら、私は、こうした状況にあって

も、教職員の方々が子供たちと向き合う時間を最

大限に確保することこそが、あらゆる問題を未然

防止するための１丁目１番地であると信じており

ます。また、保護者の方々からしても、これこそ

が学校に最も望んでおられることであろうと思い

ます。そうした教職員の皆様の使命達成に、無用

の制約をかけるようなことなく、しっかりと働き

方改革に取り組んでいただきますよう、お願いを

申し上げます。

　最後に、１点要望いたします。

　本日は、木村県政への重点取組事項についてお

尋ねいたしましたが、就任からやがて１年、今後

一層くまもと新時代に向けた歩みが進んでいく期

待が高まりました。

　今回は質問事項に含めませんでしたが、県土の

均衡な発展の観点から、県南地域振興の強化が必

要であることは論をまちません。

　その中でも、令和６年11月定例会で我が党の松

田議員が一般質問でお尋ねしたとおり、今年７月

で発災から５年を迎える球磨川流域の創造的復興

は、引き続き喫緊の課題と認識しております。

　木村知事は、常々、球磨川流域の復興なくして

熊本の未来はないと述べられており、12月には、

豪雨で被災した地域の再生、発展の方向性を示す

新時代共創復興プランを策定されたところであり

ます。

　地域全体に寄り添いつつ、最後のお一人まで住

まいとなりわいの再建を支援するとともに、地域

の特色を生かした取組を、スピード感を持って具

体的に進めていっていただくよう、改めてお願い

します。

　また、その前提となる安全、安心な地域の実現

に向けて、川辺川における新たな流水型ダムを含

む緑の流域治水を早急に進めていただくととも

に、ダム建設により影響を受ける五木村、相良村

の振興を目に見える形で着実に進めていただきま

すよう御要望いたします。

　以上をもちまして私の代表質問を終わらせてい

ただきます。

　長時間御清聴いただき、誠にありがとうござい

ました。(拍手)
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○議長(山口裕君)　昼食のため、午後１時まで休

憩いたします。

　　午前11時40分休憩

　　午後０時58分開議

○副議長 （髙木健次君)　休憩前に引き続き会議

を開きます。

　立憲民主連合岩田智子君。

　　�〔岩田智子君登壇〕(拍手)

○岩田智子君　こんにちは。立憲民主連合の岩田

智子です。会派を代表いたしまして代表質問をし

ます。これで代表質問２回目となります。何かす

ごい出世ですけれども、はい。登壇は15回目とな

ります。

　大船渡での山火事がとても心配ですけれども、

今日雨が降っているということで、鎮火するよう

に祈っております。

　木村知事のくまもと新時代共創基本方針及び総

合戦略の内容や開会日の知事の県政運営に対する

所信に対して、そのとおりと思う、うなずくもの

がたくさんありました。でも、うん？と思うとこ

ろもありました。

　知事自ら、特に、教育と福祉について思いを持�

っていらっしゃるということなので、知事の施策

にのっとって、教育と福祉、こどもまんなか、人

材確保、いつまでも続く豊かな熊本などについ

て、質問をさせていただきます。

　それでは、通告に従って質問を始めます。

　まず最初は、知事の最重要課題に認識されてい

る課題です。水俣病問題の解決について質問しま

す。

　1956年５月１日に水俣病が公式発表されてから

69年がたちます。新潟の被害者を含め約７万人の

被害者が救済されました。しかし、特措法の情報

が行き届かず申請できなかった方や地域と年代の

線引きにより検診さえ受けることもできず救済さ

れなかった被害者など、いまだに救済されず取り

残された水俣病被害者の方がおられます。

　その方々の中で、約1,700名が熊本、新潟、東

京、大阪の裁判所で裁判を闘っておられます。

2023年９月に大阪地裁判決、2024年３月に熊本地

裁、４月に新潟地裁で判決が出されました。319

名の判決対象原告のうち、179名が水俣病と認め

られました。

　その原告の方々は、特措法による救済を地域外

や年代外を理由に認定されなかったか、救済制度

を知らずに締切りまでに申請できなかった方々で

す。また、その方々は、公健法による審査で棄却

された方々でもあります。現行の公健法でも、ま

た、特措法を経ても、いまだに救済をされていな

い方々が存在していることを司法が明らかにした

ということであります。

　国会では、昨年６月に、立憲民主党より、水俣

病問題の解決に向けて講ずべき措置に関する法律

案が提出されましたが、解散、総選挙により廃案

となりました。その後、超党派による水俣病被害

者と歩む国会議員連絡会を軸に、法案づくりがさ

れています。

　また、環境省は、昨年12月27日に、メチル水銀

による健康影響に係る疫学調査の在り方に関する

第１回目の検討会を開きました。２回目は今年の

１月24日、３回目は２月21日に開かれました。基

本脳磁計とＭＲＩによる調査をすることを了承さ

れているようです。令和８年度を目途に健康調査

が開始できるよう、準備、検討を進めるとのこと

です。２年後ということです。

　詳しい方にお話を聞くと、１人に約90分ぐら

い、２時間ぐらいの時間がかかる検査で、熊本県

内では水俣市にしかその機械はないとのことで

す。水俣まで行く時間とお金を考えると、並大抵
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のことではないと感じています。しかし、このよ

うに国では法整備や健康調査の準備、検討が行わ

れていることは事実で、水俣病問題の解決に向け

て進めなければなりません。

　この地図を見てください。(資料を示す)

　これは、特措法対象地域内と対象地域外におけ

る救済対象者の分布図になっています。青が特措

法対象地域です。緑色が対象地域外における救済

対象者がおられた地域です。数字は、一時金対象

該当者の人数で、米印は、１～２名を示していま

す。これを見ますと、水俣病の健康被害は、特措

法の想定を超えて広がっていることは明らかでは

ないでしょうか。水俣病被害者の救済は、いまだ

解決をしていない課題であるという証拠ではない

でしょうか。

　知事は、昨年12月25日に浅尾環境大臣と面会

し、早期の水俣市訪問と十分な時間を確保した上

での水俣病関係団体との意見交換を要望されまし

た。大臣のほうからの時期の明言はなかったとの

ことでしたが、知事本人は水俣に行き、関係団体

との意見交換や思いの共有はされているのでしょ

うか。熊本県知事が大臣より先に動くべきではな

いかと思います。

　被害者たちは、この熊本に存在し、いまだに苦

しみ続けているのです。熊本県知事こそが、水俣

病被害者と水俣市など被害地域と正面から向き合

い、水俣病問題の解決への道筋をつけるべきでは

ないでしょうか。

　知事のくまもと新時代共創基本方針に挙げられ

ている水俣病問題への対応と照らし合わせて、４

点を質問します。

　１点目、国の進める健康調査の準備、検討に対

する県の見解を伺います。

　２点目、知事は、昨年７月と８月に水俣に行か

れておられますが、今後も、時間を確保した上

で、水俣病関係団体との意見交換の予定はあるの

かを伺います。

　３点目、昨年12月に策定された水俣市文化財保

存活用地域計画の中には�「自然と共に生き、再生

するまち」�としての歴史文化の特性を持つ水俣市

があります。発展への光と影、再生への取組とし

て水俣病関係の遺構群を水俣市活性化に生かす取

組への援助の考え方や、百間排水口樋門の老朽化

した扉の新設がそろそろ完成ですが、そのことの

具現化に関してのお考えをお聞きします。

　４点目、水俣病の教訓を国内外、次世代にしっ

かりと発信、継承していくとのことですが、知事

の考える水俣病の教訓は何なのか、具体的に教え

ていただきたいと思います。

　　�〔知事木村敬君登壇〕

○知事(木村敬君)　会派立憲民主連合の代表質

問、岩田議員からの御質問にお答え申し上げま

す。

　水俣病問題について、４点質問いただきまし

た。

　まず、健康調査についてです。

　健康調査については、平成21年の特措法で国が

実施し、県はそれに協力すると明記されました。

　現在は、国が、令和８年度からの実施に向け、

健康調査の在り方を検討しているところです。県

としては、実施される健康調査が地域住民に受け

入れられるような客観性、納得性の高い調査とな

るよう、その検討内容を注視しながら、国に対し

て必要な協力を行ってまいります。

　次に、関係団体との意見交換についてお答えい

たします。

　昨年は、７月の環境大臣、そして８月の県単独

の開催と、合わせて私自身延べ５日間懇談を実施

いたしました。その中で、私自身が直接関係団体

の皆様から御要望や御意見をお聴きし、しっかり
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と受け止めさせていただきました。

　その後も、水俣・芦北地域に直接出向き、地域

住民の皆様と、水俣病問題を含め様々な地域の課

題について、意見交換をさせていただいておりま

す。

　今後の慰霊式後の関係団体との懇談についても

ですが、これまで国主催で実施されていたものを

国、県の共催として、大臣とともに、私も皆様と

しっかりと意見交換を行いたいと考えておりま

す。

　なお、関係団体の皆様とは、実務者レベルで

も、毎月意見交換や協議を実施しておりまして、

その内容については、私も担当課から随時報告を

受けています。引き続き、関係団体をはじめ、様�

々な方の御意見を伺ってまいります。

　次に、百間排水口も含めた水俣病関連遺産の活

用についてお答え申し上げます。

　昨年12月策定の水俣市文化財保存活用地域計画

の中で、水俣病の発生と地域再生に関連する遺産

を調査する必要性が示されたところであり、県と

しては、まずその調査の進展状況を注視してまい

ります。

　一方、県では、水俣病の原点である百間排水口

の老朽化した扉の新調に取り組んでおります。製

作に当たっては、関係団体の皆様と何度も意見交

換を重ね、プラスチックをできる限り使わない木

製の扉にしてほしいという御要望を尊重して、環

境に配慮した材料での施工を進めています。扉の

設置後は、デジタル技術を活用し、工場排水が流

されていた当時の様子を再現するなど、百間排水

口を活用した情報発信にも取り組んでまいりま

す。

　最後に、水俣病の教訓についてお答え申し上げ

ます。

　教訓の１点目は、我々も含めた命の源である自

然環境が一旦破壊されると、その復元には多大な

時間と費用を要するということです。

　また、教訓の２点目は、様々な行政課題につい

て迅速な初期対応が肝要であるということです。

　加えて、私のモットーである現場主義も水俣病

の大切な教訓の一つだと考えております。

　今後も、現場に赴き、患者や被害者の皆様をは

じめ、様々な立場にある方々のお声にも真摯に耳

を傾け、県民の皆様に安心していただけるような

県政運営に取り組んでまいります。

　水俣病問題は、県政の最重要課題であると考え

ております。引き続き、丁寧、着実な認定審査の

実施、患者、被害者と御家族の方々の安心、安全

な暮らしの確保、そして、差別や偏見の解消、水

俣・芦北地域の振興などについて、地元自治体と

しっかり連携しながら、県庁一丸となって、全力

で取り組んでまいります。

　以上でございます。

　　�〔岩田智子君登壇〕

○岩田智子君　答弁をいただきました。

　それぞれの質問に答えていただいてよかったな

と思いますが、健康調査の方法なんですけれど

も、先日、３回目の検討会で、脳磁波とＭＲＩで

調査する方針を了承したと大きく出ておりまし

た。取り残される人がいるのではないかなと感じ

ています。

　患者団体は、会議の在り方などについて、環境

大臣に抗議文を提出しました。水俣病被害者・支

援者の連絡会からの抗議文は、12月27日に開かれ

た専門家会議の初会合の４日前に、突然団体側に

開催の案内が届いたということで、それ以前何の

説明がなかったと言って、極めて不誠実だとして

います。

　また、専門家会議の委員についても、団体が推

薦する委員を加えるように、また、被害者との協
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議が尽くされるように要望されてきました。県民

を取り残すことのないように、県としても、調査

を受けやすくするように環境を整えていただきた

いなと思っています。

　裁判については、いずれも控訴審に移ってお

り、和解という道筋には遠いという印象です。知

事が現地に足を運ばれて、じっくり話を聞かれる

ということが和解や解決への一歩だと思います。

道筋だと思っています。

　また、水俣病の遺構群を水俣市活性化に生かす

取組として、百間排水口樋門の完成の折には、ぜ

ひあの場所で当時をしのび、再びここから公害と

いうものが始まることがないように、多くの人と

約束ができるような場の設定をお願いしたいなと

思っております。

　いつもお話をしますが、私は、胎児性患者さん

たちと同じ世代です。そして、熊本の学校で、教

員でしたので、義務として水俣病問題に取り組ん

でまいりました。水俣病問題を繰り返してはなら

ないという気持ちです。教材をみんなでつくった

り、どう子供たちと学び合うかを研究してきまし

た。熊本では、小学校５年生が全員水俣を訪れま

す。人権、環境の視点で水俣の学習をします。そ

の中で、水俣病の教訓というのをずっと学んで、

残していってほしいなというふうに思います。

　知事が言われた現場主義、私もそのとおりだと

思っております。早速２月の21日から、ユーチュ�

ーブを見ましたら、県が、ＧＯ！くまモン☆ナビ

というところで、水俣病の教訓という番組を制作

されて流しておられます。人権と環境、そして失

敗の歴史だったということから偏見と差別をなく

していこうということで、子供たちだけではな

く、大人の方への学びも啓発をされていました。

水俣病問題で声を上げられている方々の音量は大

きいかもしれませんが、県や国や大企業を相手に

して、そういう組織に対峙をするその方々の声

は、力もなく小さな声だと思います。しっかりと

受け止めていただきたいと思っています。

　超党派での法案はまだ明らかになっていません

が、公式確認から69年、置き去りにされている被

害者救済に向けた内容であることに期待をしたい

と思っています。

　それでは、次の質問に移ります。

　インクルーシブ教育の推進についてお尋ねしま

す。

��国連の障害者権利条約を日本は2014年に批准

し、国内法である障害者基本法の改正、総合支援

法の制定、雇用促進法の改正、差別解消法の制定

と法整備を進めてきました。

　文科省のインクルーシブ教育システムでは、教

育で必要なニーズは生徒によって異なり、的確に

指導を提供するためには、学びの場を分けたほう

がいいとされています。このため、障害のある子

供は、どこで学ぶかを教育委員会と相談すること

になっています。本人と保護者の意見は最大限尊

重されることになっていますが、そのとおりにい

かない現実があります。

　また、文科省は、障害者権利条約に基づき、同

じ場所で共に学ぶということも追求するため、そ

れぞれの学級、学校の交流も取り入れている現状

です。しかし、これは障害の有無や能力の高低で

学びの場を分ける分離教育の考え方に基づいてい

ます。これは医学モデルと言われます。

　障害者権利条約は、原則的に障害を理由とする

あらゆる区別は差別として禁止されています。分

離教育は差別であり、排除、制限に当たります。

教育制度は個人のニーズに合わせるべきであり、

個人を制度に合わせることではないとも規定され

ています。

　このため、障害者権利委員会では、総括所見
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で、日本政府に対し、分離特別教育の廃止、特別

支援学級の生徒が半分以上の時間を普通学級で過

ごすべきではないとする文科省通知の撤回などを

喫緊の課題として勧告しました。

　私自身は、特別支援教育の必要性は重々承知し

ており、今後も必要であると思っています。

　これまで、熊本県では、医療的ケアの必要な子

供たちの学びの支援のために、看護師の配置や支

援員の配置を行い、地域の中の子供たちと同じ場

所で一緒に関わりながら暮らしていくことを保障

してきました。そして、このような声が国に上が

り、医療的ケア児支援法も制定されました。進ん

できていると実感していますし、県は先んじてい

ると感じていました。

　県では、インクルーシブ教育検討委員会が開か

れ、今協議がなされているところですが、そこで

出た意見の中には、インクルーシブ教育の目的

は、それぞれの生徒に応じた学びの場を得られる

ようにすること、高校は義務教育ではないからな

ど、立ち止まるような意見が出ました。

　インクルーシブ先進国のイタリアでは、障害の

ある子供たちのほとんどが、健常と言われる子供

たちと同じ教室で過ごしています。中学校では１

クラスの人数は15人から26人とされていて、学校

や学年の主任やコーディネーターは、日本で言う

特別支援教育の免許を持つ人などとされているそ

うです。

　ある特別支援学校の先生が、高等部の３年時、

卒業後の進路を提案できたのは僅かな職種、選択

肢はほとんどなく、どの生徒にも様々な可能性が

あると信じていたのに、無力で情けないと感じた

と言われていました。それは、就労先がほとんど

就労移行支援、就労継続支援と、障害のある人だ

けが集められた職場であったことなどから、社会

から分離されていくように、そう感じたそうで

す。地域社会の一員となることを考えていないと

強く感じられたと言われました。

　そこで、知事に質問します。

　知事は、インクルーシブ教育についてどう考え

られておられるのか、また、特別支援学級や特別

支援学校の在籍児童生徒数が急増している現状を

踏まえ、特別支援学級や学校ではない地域の公立

学校に行って、地域の仲間たちとともに学び合い

たいという子供たちが笑顔で学校に通えるように

するために、どのような配慮をすべきとお考えな

のかをお尋ねします。

　　�〔知事木村敬君登壇〕

○知事(木村敬君)　まず、私のインクルーシブ教

育についての考えについてお答えいたします。

　御承知のとおり、私は生まれつき左手に障害が

あります。また、私と暮らした妹は、現在重複障

害の小児科医になっておりまして、妹がそのよう

な選択をしたことは、少なからず私の影響もあろ

うかと思います。

　このような経験からも、私は、障害がある人と

障害がない人が共に生きることで、様々な学びが

あると理解しております。私自身、そういう存在

になりたいと思ってこれまで生きてきました。

　インクルーシブ教育とは、障害の有無にかかわ

らず、全ての子供が学びたいと自ら望む場で豊か

に学ぶことができ、自分の可能性や持てる力を最

大限に発揮できる、そして伸ばせる教育であると

考えています。それは、多文化共生社会の実現に

も不可欠な理念であると考えております。

　今月１日、私は熊本聾学校の卒業式に参加いた

しました。県立高校の卒業式は、知事は１校選べ

るということでしたので、どの学校を選ぼうかと

大分悩んだんですけれども、全国高校生手話パフ�

ォーマンス甲子園で優勝した手話落語部の部長を

務めた茶屋道麻琳さんが今年卒業することもあり
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まして、私は熊本聾学校を選びました。岩田議員

は、はばたき高等支援学校に行っていただいたと

聞いておりまして、そのお隣の聾学校に私は行か

せていただきました。議会からは、杉嶌議員にお

越しいただきまして、見事な手話での御挨拶をさ

れて、ありがとうございました。

　私は、特別支援教育があり、かつ聾学校という

システムがあったからこそ手話を取得して耳の不

自由な方がコミュニケーションを取ることができ

て、社会人となる教育を受けていくというこのこ

とが、この熊本聾学校の卒業式に出席して、改め

てこのような学びの場があってよかったと感銘を

受けたところでございます。

　インクルーシブ教育を進めるに当たっては、障

害のある子供と障害のない子供が可能な限り同じ

場で学ぶことを目指すとともに、将来の自立と社

会参加のために、子供たち一人一人が、授業内容

が分かり、主体的に学習に参加し、生きる力を身

につけられる学びが展開されることが重要だと考

えています。

　ですので、私は、その熊本流の特別支援教育の

充実を図って、インクルーシブ教育を推進してい

きたいと考えております。

　次に、地域の学校で学び合いたいという子供た

ちへの配慮についてお答え申し上げます。

　県教育委員会では、特別な支援が必要な子供が

地域の学校や希望する学校で安心して学べるよ

う、県立高校に特別支援教育支援員や介護福祉

士、看護師を配置し、加えて、小中学校で実施さ

れている通級による指導を平成30年度から県立高

校にも導入しております。

　また、県立特別支援学校６校の高等部を近隣の

県立高校に配置してきておりまして、体育大会な

どの学校行事に加え、日常的な授業などでも交流

を深められるようにしております。

　さらに今後、本県のインクルーシブ教育をより

一層推進していくために、外部専門家などによる

検討委員会の設置を私から県教育委員会に依頼

し、昨年12月からこれまで２回開催したところで

ございます。

　本委員会の議論の中では、インクルーシブ教育

は、障害の有無にかかわらず、同じ場で学ぶだけ

ではなく、教育的なニーズに応じて学べることが

重要であることや、合理的な配慮については、障

害によって不利益を被らないようにするととも

に、合意形成を丁寧に図ることも必要であるなど

の意見が出されました。

　引き続き、現状や課題を整理し検証を行うとと

もに、それぞれの子供に応じた合理的配慮の在り

方などについて、さらに議論を深める必要がある

と私も考えております。

　今後も、障害の有無にかかわらず、全ての子供

たちが自分の可能性や持てる力を最大限発揮で

き、将来の夢の実現に向けて、共に学び合えるイ

ンクルーシブ教育の充実に取り組んでまいりま

す。

　以上でございます。

　　�〔岩田智子君登壇〕

○岩田智子君　インクルーシブ教育について、知

事に答弁いただきました。

　今から60年前のことなんですけれども、小児麻

痺で障害のある、今熊本市議の方がいらっしゃい

ますけれども、16歳のときに県立高校の普通科の

受験を希望されたそうです。その学校に、どうい

う状況なのか学校を訪問した際に、学校長から、

この２階の階段のところで、この階段の上から誰

かがぶつかって下に落ちたとしても責任はあなた

にある、それでもいいなら受験しなさいと言われ

たそうなんです。60年前です。大変悔しく悲しい

思いをされた、こんな思いを誰にもさせたくない
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という気持ちがあって、今一緒に活動させていた

だいているんですけれども、熊本県内には、地域

の学校で共に学ぶ障害のある児童生徒がたくさん

います。昔は、保護者の送迎や宿泊への保護者同

伴が当たり前のように行われていたんですが、介

護者や看護師を予算をつけて支援が始まりまし

た。

　知事、可能な限りとおっしゃいましたけれど

も、そういう限定は、私は必要ないんじゃないか

なというふうに思います。

　それは、ある知人が、医療的ケアのある娘さん

だったんですけれども、親もその子とのコミュニ

ケーションが分からなかったんですけれども、学

校に通い始めて、クラスの子供たちからその意思

伝達方法を教えてもらったと言うんですよね。言

葉が出なくても、まばたきを見てれば、その子

が、うんなのか嫌なのか分かるんだよと、クラス

の子供たちが教えてくれたと聞きました。

　どんな力がついたのかといつも言われますが、

それまで親の介助でだけしか食べることができな

かった彼女が、親以外のお友達とか、ほかの先生

方の手から給食を食べることができるようになっ

た、生きる力じゃないでしょうかと。

　彼女が中学校に入学をするときに、学校からま

た、この中学校に来て何をするんですか、何をし

に来るんですかと言われたそうです。でも、地域

の子なんだから当たり前なんですよというふうに

言って、入れていただいたというか、入ったんで

す。当たり前です。

　中学校でも同じように活動を一緒にして、その

ことでお互いに理解が深まって成長しました。そ

こで関わった子供たちが、今介護士になったり保

育士になったり人と関わる仕事、いろんなところ

に就いているという話をそのお母さんされました

けれども、本当にそういうことを聞くと、インク

ルーシブ教育の大切さが分かります。

　子供を信じて、認めて、任せるということが、

なかなか大人にはできませんよね。信、認、任

と、私、保育の世界で聞いたんですけれども、信

じて、認めて、任せる、こういうことをやっぱり

大人の私たち、それこそが、こどもまんなかなん

じゃないかなと思いながら、特別支援というの

が、全ての子供一人一人に特別な支援だというこ

とに捉えるべきじゃないかなというふうに考えて

います。進んできた共生の教育を止めることなく

進めていただきたいと思います。

　知事が、今知事であることを先ほどもおっしゃ

いましたけれども、多くの障害のある方たちにと�

っては、もう本当に希望の光なんです。障害は個

人が克服するものではなくて、周りの社会が変わ

るべきもの、そして、障害も個人の一部としてあ

るがままの存在を受け入れることだということを

共有していただければなというふうに思います。

　それでは、次の質問に移ります。

　長期欠席やその他の理由で、学校での健康診断

を受けられない児童生徒への支援について伺いま

す。

　熊本県の不登校児の数は、昨年の10月の数字で�

すが、6,700人に上っていることが分かりまし

た。過去最多の数となっています。

　熊本県教委は、不登校対策重点取組事項とし

て、未然防止、初期対応、自立支援と、一人一人

の状況に応じて学校内外の専門機関と連携した対

応を行い、児童生徒自らの進路を主体的に捉え、

社会的自立を目指していけるような支援をされて

います。

　今回、私は、健康診断を受けられない長期欠席

やその他の理由で学校に来ることができない児童

生徒への健康リスクなどについてお尋ねをしたい

と思います。
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　長期欠席等の児童生徒ですが、ほとんど学校で

の健康診断を受けていません。そもそも学校の健

康診断は子供たちの成長を見守るものです。これ

は、学校保健安全法に基づいて、施行規則には、

検査項目や方法、技術的な基準が載っています。

体重、身長、栄養状態、視力、聴力、結核、心

臓、尿などについて健診をします。

　しかし、様々な理由で不登校になった児童生徒

にとって、健康診断のために学校に行って、集団

で受診をするというのは非常に困難だと思いま

す。後日、診断に行くとなると自己負担となりま

す。

　2024年５月９日のＮＨＫで、小３から中３まで

不登校だった、現在北九州市の大学院生の方の話

がありました。虫歯や背骨の湾曲などが15歳ぐら

いのときにひどくなり、今は大学院で不登校と子

供の健康を研究テーマとして取り組んでいる方で

す。学習は後から取り戻せるけれども、健康は取

り戻せない深刻な問題だと訴えられています。

　先生方にお聞きすると、しばらく会えない状態

が続くと、体重の急増が顕著で心配になる例が多

いと聞きます。先進的な取組としては、大阪府吹

田市で学校外の健康診断の際の費用を補助してい

ます。

　国会では、昨年、本会議で立憲民主党の吉田は

るみ議員、委員会でれいわ新選組の舩後議員が質

問されました。その質問は、様々な理由で不登校

となった児童生徒の体の異常や疾患の早期発見の

ための健康診断について、国として指針を出す予

定があるかというものでした。本会議の岸田首

相、その当時岸田さん、岸田首相の答弁は次のよ

うなものでした。各学校において適切に対応すべ

きもの、保護者への周知など、各都道府県教育委

員会に対して適切に対応するように促してきたと

ころであり、いつでも診療所で受診できるように

各自治体で統一した指針を示すことは考えていな

いとのことでした。

　そこで、教育長に質問です。

　健康診断の果たす役割についてどのように認識

をしておられるのかを踏まえ、熊本県としての適

切な対応の現状をお聞きします。

　また、この問題は多くの自治体で共通している

ので、より広域的な解決策として、県全体で健診

のための予算の確保や県医師会との連携などが必

要ではないかと考えますが、この点に関してお聞

きします。

　　�〔教育長白石伸一君登壇〕

○教育長(白石伸一君)　まず、健康診断の果たす

役割と学校での健康診断を受けられない児童生徒

への対応状況についてお答えいたします。

　学校での健康診断は、学校保健安全法に基づ

き、児童生徒の健康の保持増進を図る目的で行わ

れるものでありまして、全ての児童生徒が健康診

断を受ける機会を確保することは大変重要と考え

ております。

　そのため、各学校においては、定期健康診断の

実施日に受診できない児童生徒に対応するための

予備日を設定するとともに、必要に応じて、近隣

校での実施日も紹介しております。

　また、児童生徒の登校状況に応じて、学校での

受診ではなく、学校医や学校歯科医の診療所等で

も随時健康診断を受けることができるようにする

など、児童生徒に寄り添った、できる限りの対応

を行っているところでございます。

　次に、健康診断を受けていない児童生徒のため

の広域的な対応策等についてでございますが、現

在、児童生徒の健康診断は、各学校の設置者にお

いて予算を確保し、実施することとなっておりま

す。

　県教育委員会といたしましては、まずは長期欠
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席等の児童生徒の健康診断の受診状況や課題等を

把握するとともに、引き続き、学校設置者であり

ます各市町村教育委員会等をはじめ、県医師会や

県歯科医師会等とも連携を図りながら、児童生徒

が安心して健康診断を受けることができる環境づ

くりに向けて取り組んでまいります。

　　�〔岩田智子君登壇〕

○岩田智子君　教育長に御答弁いただきました。

　状況や課題を把握されて環境を整えるというこ

とでした。

　健康診断、本当に大切だと思います。身体的な

疾患の早期発見、特に、弱視や糖尿病、側湾症な

どの早期発見は早期治療につながるということに

なっています。健康診断の結果として、そういう

ことが報告をされています。

　歯科健診から、虐待とかネグレクトなどに近い

生活環境にあることが発見されることも多いそう

です。学校保健法及び施行規則では、学校におけ

る健康の保持に限定されかねないので、子供のた

めにという目的で進めていただきたいなと思いま

す。

　学校に来ていない子のほとんどが家で過ごして

います。また、受診を促しても、なかなか行かな

い、行けない家庭もあるかと思います。今後、オ

ンライン診断などの可能性も出てくるのではない

かなということも期待をしています。

　しかし、学校、担任、養護教諭任せでは、なか

なか動きが取れない今の学校です。行政とか医師

会、そういうところと学校が連携をしながら、子

供たちの健やかな成長を支えていってほしいなと

思います。よろしくお願いします。

　それでは、次の質問に移ります。

　児童養護施設の子供の安心、安全を守るための

県の取組について伺います。

　熊本市の児童養護施設で、ある男性職員が性虐

待を行っているという告発がなされたのは2022年

の暮れでした。

　被害女性たちの証言によると、就寝中下着の上

から触られた、パジャマの中に手を入れられた、

性的暴言、浴室ののぞき見など、数多くの不適切

な行為があったようです。目撃した数人の職員

が、この男性職員の父親である施設の理事長に直

訴したそうですが、改善されませんでした。

　このことに抗議の退職をした元職員が、熊本市

に虐待通告を行いました。そのほかにも虐待通告

は複数行われていました。熊本市は、過去に複数

回の行政指導や口頭指導、文書指導を行ってきた

とのことですが、被害者への謝罪も何も行われて

いないのが事実です。このことは、2023年12月の

全国版の「文藝春秋」電子版にも載りました。

　2024年１月に加害をした男性職員は退職をした

とのことですが、何も罰せられてはいません。少

なく見積もっても、８年間、継続的に性虐待が行

われていたと言われています。

　この取材をされた三宅玲子氏は、こども家庭庁

にも取材をされており、こども家庭庁は、地方自

治法により施設運営は地方自治体に任されてい

る、自分たちには指導する権限はないと突き放さ

れたとのことです。問題が放置されているという

ことです。これは、月刊「世界」の２月号にも掲

載されました。

　熊本市内の施設で発生した事案についてお話を

しましたが、親の虐待などで一時保護され、身の

安心、安全を保障するために入所する児童養護施

設で、再び子供の安全、安心が脅かされるという

ことは、熊本市だけの問題ではありません。県内

のどこの施設でも起こり得る問題として、県とし

て、問題意識を持ち、しっかりと対処をしていく

必要があると考えます。

　被害を受けた子供たちは、日々成長していきま
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す。以前もお話をしましたが、性被害が心の成長

に非常に影響を与え、苦しみ続ける場合が多いこ

とを考えると、このようなことは起こしてはなら

ないのです。

　熊本県児童福祉施設の設備及び運営の基準に関

する条例第62条「養護」の条文には「児童養護施

設における養護は、児童に対する安定した生活環

境を整えるとともに、生活指導、学習指導、職業

指導及び家庭環境の調整を行いつつ児童を養育す

ることにより、児童の心身の健やかな成長及びそ

の自立の支援を目的として行われなければならな

い」と書いてあります。

　そこで、健康福祉部長に質問です。

　熊本県で児童養護施設などに措置される子供た

ちの安心、安全を守るため、また、健やかな成長

を保障するために、熊本県は、施設内での虐待が

疑われる事案が発生した場合、子供たちからの声

を聞いておられるのでしょうか。また、社会福祉

審議会などへの報告は行われているのでしょう

か。報告をされているのであれば、審議会などか

らの意見も踏まえ、県として、再発防止などにど

のように取り組まれているのでしょうか。

　施設での虐待が繰り返されないように、徹底し

て子供の側に立つべきだと考えますが、この件に

関する県の姿勢についてお尋ねします。

　　�〔健康福祉部長下山薫さん登壇〕

○健康福祉部長(下山薫さん)　児童養護施設等で

は、保護者からの虐待など様々な理由により、家

庭での生活が困難な子供たちが生活をしていま

す。そのような子供たちの健やかな成長のために

は、安全で安心できる生活環境の確保が何よりも

重要であると認識しています。

　しかしながら、議員御指摘の熊本市の所管施設

だけでなく、県が所管する施設においても、入所

児童に対する虐待が疑われる事案が発生していま

す。

　そのような事案が発生した場合には、第一に被

害児童の安全を確保した上で、令和４年９月に本

県で策定した虐待対応ガイドラインに沿って、次

のような対応を行っています。

　まず、被害、加害の関係にある児童、職員だけ

でなく、関係する全ての児童や職員から聞き取り

調査を行い、事実関係の確認を行います。調査に

当たっては、被害児童に精神的な苦痛を感じさせ

ないよう細心の注意を払い、必要に応じて心理担

当職員が対応するなど、心のケアを念頭に寄り添�

った対応を行います。

　この調査により虐待の事実が確認された場合に

は、施設に対して、関係者の処分、職員への研

修、施設や運営法人における組織体制の見直しな

ど、再発防止のための取組を求めます。また、そ

の後、その取組が確実に実施され、改善が図られ

ているか確認を行います。

　さらに、虐待の疑いがあるとして県に通告があ�

った全ての事案について、県社会福祉審議会児童

福祉専門分科会審査部会に報告し、専門的な見地

から再発防止に向けた対応に関する御意見をいた

だきます。

　審査部会での御意見を踏まえ、児童養護施設等

で組織されている熊本県養護協議会とも協議の

上、県と熊本市で共同して、虐待の未然防止を目

的とする研修を開催しています。この研修は、施

設職員の資質向上と子供にも大人にも風通しのよ

い環境をつくることを狙いとし、施設の運営責任

者だけでなく、子供たちと直接関わる全ての職員

を対象に実施しています。

　加えて、虐待など不適切な養育を未然に防ぐた

めには、施設で生活する子供たちが、日々の様々

な思いや意見を大人に伝えられる仕組みを整える

ことも必要であると考えています。
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　そこで、本県では、一定のスキルを有する外部

支援員を施設に定期的に派遣し、直接子供たちの

声に耳を傾け、子供が大人に意見を伝えることを

サポートする事業を全国に先駆けて、令和４年度

から実施しています。

　県としましては、今後も、このような取組を通

して、児童養護施設等で生活する子供たちが、安

全に安心して健やかに成長できる環境の確保に努

めてまいります。

　　�〔岩田智子君登壇〕

○岩田智子君　答弁をいただきました。

　本当に丁寧に取り組んでくださいと言うしかな

いんですけれども、実はこの問題は、昨日熊本市

議会でも質問をされました。大西市長は、子供の

権利擁護に全力で取り組むと答弁をされました。

　中央児相や八代児相からも、熊本市内の施設に

子供たち行くんですよね。熊本県の子供たちなわ

けです。虐待やそのほかのいろんな理由で、児童

相談所を経て施設に入所をする子供たちには愛着

障害があると言われています。過度に人を恐れた

り、逆に誰に対してもなれなれし過ぎたりと。し�

っかり見守ることが大切です。

　しかし、そのことを理解した上での性的虐待は

本当に許せないことです。魂の殺人とも言われる

ゆえんです。何年たっても不安にさいなまれま

す。

　そんな中、被害者は勇気を振り絞って、本当に

警察にも相談に行ったそうです。親にも頼れな

い、これまで関わってきた大人にもなかなか頼れ

ない、そんな思いだったのだと思います。このま

まであれば、その思い、その苦しみはずっと続く

のではないでしょうか。

　安心、安全な施設の中で、あってはならないこ

とはどんなことだったのかをきちんと整理をし

て、子供たちの苦しみを解放していただきたいな

というふうに思っています。そして、これからも

健やかな成長を保障する環境を本当に注視して見

ていっていただきたいなと、そういうふうに思い

ますので、お願いします。

　それでは、次の質問に入ります。

　５番目の質問です。熊本の宝である水、熊本ブ

ランドの水を守る県の取組について伺います。

　いつまでも続く豊かな熊本をつくっていく、守�

っていく、これは、熊本県行政の大切な大切な使

命です。

　熊本といえばと、県外の方にお聞きしますと、

熊本城とか阿蘇山とか馬刺などが出てきますけれ

ども、県内の方々に聞けば、今は特に水だと答え

られる方が多いのではないかと思います。豊富な

地下水、県内のほとんどの地域でこの地下水が水

道水として使われるこの熊本、知事も、庁内横断

的に地下水保全推進本部もつくられ、意気込みを

感じています。

　その水を守る取組は、これまでも重要視されて

きましたが、ここ最近は、熊本市北部の井戸や宇

土市による廃棄物最終処分場、井戸などから有機

フッ素化合物ＰＦＡＳの中の２種、ＰＦＯＳとＰ

ＦＯＡが指針値を超えて検出されています。熊本

の水はどうなるのだろうと心配の声が届きます。

このＰＦＡＳによる健康被害が心配です。

　岡山県吉備中央町では、血液検査の結果、２歳

から12歳の65人のうち約８割で、アメリカの学術

機関が健康影響のリスクが高まるとしているＰＦ

ＡＳ７種の合計20ナノグラム・パー・ミリ・リッ

トル以上であったとの報道もありました。ここの

原因は、ＰＦＯＡを含む使用済み活性炭でした。

使用済み活性炭を資材置場に置いたままであった

ため、そこからＰＦＯＡが主水源のダムに流れ込

んだことが原因です。

　ＰＦＯＡは、2019年に国際条約で廃絶が定めら
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れ、日本でも2021年に経産省が製造、輸入を法律

で禁止しました。また、ＷＨＯ傘下の一機関であ

る国際がん研究機関では、2023年に、ＰＦＯＡを

発がん性の可能性があるから発がん性があるに分

類して、ＰＦＯＳも発がん性の可能性があるの分

類に追加されました。しかし、これらの後始末に

ついての関与はありません。

　2022年、環境省は、ＰＦＯＡを1,100度以上の

高温で処理することを技術的留意事項で決めまし

た。一般廃棄物の焼却炉の代表的なストーカ炉の

焼却温度は800度から1,000度なので、一般的な焼

却施設では処理できないということです。

��また、半導体関連企業の集積が進んでいます

が、半導体工場では、有機フッ素化合物が必要で

す。昨年末には、以前委員会視察をした三重県の

キオクシア社の工場排水から河川の指針値である

50ナノグラム・パー・リットルを超えるＰＦＯ�

Ｓ、ＰＦＯＡが検出されました。

　ＴＳＭＣの子会社であるＪＡＳＭが使用するＰ

ＦＯＳとして、ＰＦＯＳ、ＰＦＯＡではない３種

類は、県が実施しているモニタリングの項目に入�

っているとのことで、今後、調査結果が示される

ことだと思います。

　なお、ＰＦＯＳ、ＰＦＯＡ以外の有機フッ素化

合物の基準値等、日本では示されては今いないよ

うです。ＰＦＯＡ、ＰＦＯＳの暫定指針値は、Ｐ

ＦＯＳ、ＰＦＯＡの合計で１リットル中50ナノグ

ラム、アメリカでは、2024年に飲料水の基準とし

て、１リットル中、それぞれ４ナノグラムに設定

されました。

　暫定指針値を超えるＰＦＯＳ、ＰＦＯＡが検出

された場合、行政は超過範囲を把握するために追

加調査を行いますが、その間、行政は飲用を控え

るようにと呼びかけたり、地元自治体によるペッ

トボトル水の配布や給水車による給水が行われた

りしていると聞いています。

　また、知事は、調査結果を迅速に県民に知らせ

ることと原因究明に取り組むことについて、記者

会見等で明言をされています。

　このような状態で、半導体関連企業の集積に伴

い、県は下水処理場の新設をされます。新たな処

理場の計画では、処理水は白川に流されます。既

存の熊本北部浄化センターは坪井川です。しか

し、浄化される水は、水質汚濁防止法の下、排水

されますが、そこにＰＦＯＳの基準はありませ

ん。

　北海道では、ラピダスの工場排水中のＰＦＡＳ

測定と道への報告などを義務づける協定を結んだ

と報道されました。また、ＰＦＯＳ、ＰＦＯＡの

合算値が50ナノグラム・パー・リットルを超えた

場合は原因調査を義務づけました。住民の健康や

農作物に被害を与えた場合は、同社が損害を補償

することまで定めています。熊本県とＪＡＳＭで

もそういう協定が結べないのかとも思います。

　水質ばかりでなく、地下水量については、県内

34か所に地下水観測井を設置し、常時観測されて

います。

�現在、県は、住民、事業者、行政が一体となっ

て取り組む共通の地下水保全目標を設定し、それ

ぞれの役割の中で、地下水保全の取組を通じて、

水量と水質の両面にわたって地域全体で地下水を

管理する目的で、熊本地域地下水総合管理計画の

次期計画も策定中です。

　知事は、就任後直ちに地下水保全推進本部を立

ち上げ、取組を推進されているんですけれども、

私のところには、県民の皆様から、熊本の水につ

いての見えない不安から様々な声が届いていま

す。

�具体的には、ＰＦＯＳ、ＰＦＯＡが暫定指針値

を超えて検出された場合の住民への説明や対策、
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半導体工場の排水基準や県の浄化センターの水質

基準にＰＦＡＳは対象外、継続的なモニタリング

調査の必要性、ＰＦＡＳなどの化学物質に対する

対応、建設予定も含めた水源近くにある廃棄物最

終処分場のＰＦＡＳの確認の必要性、誘致企業に

対して、県は対等な関係での情報交換はできてい

るのかなどなどです。

　そこで、このようなＰＦＡＳなど化学物質や地

下水の量に対する県民の皆様の様々な熊本の水に

ついての見えない不安の解消に向けどのように対

応されていくのか、また、そのことを県民の皆様

にどのように伝えていくのか、知事にお尋ねをし

ます。

　そして、最後に１点、環境生活部長にお尋ねし

ます。

　熊本地域地下水総合保全管理計画の次期計画の

策定を１年延期された理由と目標値算定の基礎と

なる水収支算定などの進捗状況や今後のスケジュ�

ール、地下水量の現況、また、行政、企業、団

体、住民等の協議をどのように進めていくかにつ

いてお尋ねをします。

　　�〔知事木村敬君登壇〕

○知事(木村敬君)　本県の地下水は、熊本都市圏

100万人の生活と産業を支えるかけがえのない県

民の宝でございます。

��この地下水について、半導体関連企業の集積に

伴い、県民の皆様の間に見えない不安があること

から、私をトップとする地下水保全推進本部を設

置し、県内全域の地下水量と水質の課題解決に向

け取り組んでおります。

　特に、半導体関連企業の集積地であるセミコン

テクノパーク周辺における地下水の量と質の見え

る化に向けて、まずは水量について、地下水位を

リアルタイムで確認できる体制を昨年12月、まず

２か所整備しました。今後、この体制をさらに拡

充してまいります。

　また、水質については、法令等に基づき、規制

物質を対象に、関係機関が連携して監視を徹底す

るとともに、迅速な結果公表に努めております。

　さらに、規制外物質についても、令和５年８月

から、セミコンテクノパーク周辺の河川や地下水

の環境モニタリングを実施しております。

　この取組では、ＪＡＳＭが使用するＰＦＡＳ類

３物質を含む化学物質１万種類以上や金属類18種

を対象に、新たな工場の稼働前後で変化がないか

確認しております。調査結果については、今月末

開催予定の専門家委員会の意見を添えて公表する

こととしております。行政によるこのような取組

は、全国でも例のない先進的なものと考えており

ます。

　また、御指摘いただいたＰＦＯＳ、ＰＦＯＡに

つきましては、国の依頼に基づき、市町村等と連

携し、地下水、河川及び水道の水質調査を実施し

ております。今年度は、さらに本県独自に廃棄物

最終処分場の調査も実施いたしました。

　これらの結果、計６か所において指針値超過が

確認されたため、国の対応手引を参考に、まず

は、周辺の地下水利用者に飲用を控えるよう注意

喚起を行いました。あわせて、指針値の超過範囲

を把握するための追加調査に迅速に着手し、飲用

可能と確認できた段階で、その旨を利用者に連絡

した上で、速やかに公表しております。現在は、

原因究明に向けた取組を継続しているところでご

ざいます。

　指針値を超えた場合、市町村と連携した迅速な

対応が重要でございます。私は、これまでの対応

を踏まえたノウハウを県内全ての市町村と共有す

るように指示をさせていただきまして、明後日、

市町村向けの説明会を開催すると報告を受けてお

ります。市町村が円滑に住民への対応ができるよ



令和７年２月定例会　熊本県議会会議録　第３号 （３月５日）

－ 61 －

う、県としてもしっかりと支援してまいります。

　次に、県民への情報発信についてお答え申し上

げます。

　昨年末に策定したくまもと新時代共創基本方針

の基本理念に「県民みんなが安心して笑顔にな

り、持続的で活力あふれる熊本の未来を共に創

る」を掲げています。その基本方針の中で、地下

水については、確実な保全に取り組むことを明示

しております。

　今後とも、地下水の量と質の両面を保全し、見

える化する取組を推進していくとともに、パンフ

レットや動画、新聞、テレビなど様々な県政情報

番組を活用し、正確かつ分かりやすい情報発信に

努めてまいります。

　なお、議員から特に御指摘のありました誘致企

業との情報交換、これについては、様々な事柄に

ついて、折々の機会に、私を含めた各レベルで立

場を超えて率直に意見交換を重ねておりますし、

これからもしっかりと続けてまいります。

　県では、これらの取組を通して、県民の皆様の

安心につなげ、熊本の豊かな自然環境、生活環境

を守り、経済発展と環境保全が両立する社会を実

現することで、地域社会を持続可能なものとして

将来に引き継いでまいります。

　　�〔環境生活部長小原雅之君登壇〕

○環境生活部長(小原雅之君)　熊本地域地下水総

合保全管理計画は、行政、企業、住民等が一体と

なって取り組む共通の地下水保全目標を設定し、

地域全体で地下水を管理していくための指針とし

て、熊本地域11市町村と県が共同で策定している

ものでございます。

　まず、次期計画策定を１年延期した理由につい

てお答えいたします。

　現行計画の期間は今年度末までとなっています

が、策定に当たり考慮しなければならない地下水

の将来予測に関しては、半導体関連企業の進出や

周辺開発の状況をできる限り正確に捉える必要が

あり、その作業に要する時間を確保するため、関

係市町村と協議の上、次期計画の策定を１年延期

したものであります。

　次に、地下水量の現況を把握するための水収支

の算定、進捗状況及び今後のスケジュールについ

てお答えいたします。

　現在、熊本大学等との連携により構築したシミ�

ュレーションモデルを活用し、地下水の保全目標

を定めるために必要な地下水の将来予測を行って

います。

　今月末には熊本地域全体の水収支の取りまとめ

を終え、その後、学識経験者等の意見も伺った上

で、結果を公表できるよう作業を進めているとこ

ろでございます。

　策定までのスケジュールとしては、将来予測を

踏まえながら、関係市町村とともに、来年度の前

半を目途に計画素案を策定し、その後、学識経験

者や企業等との意見交換、パブリックコメントを

経て、来年度末に策定、公表することを目指して

います。最後に、計画の策定に当たり、行政、企

業、団体、住民等との協議をどのように進めてい

くかについてお答えいたします。

　この計画を実行する上では、行政のみならず、

企業、住民など、それぞれが当事者意識を持ちな

がら、一体となって、地下水を大切にする機運を

醸成することが何よりも重要です。

　そのため、次期計画策定に当たっては、企業や

住民など皆様の声をより身近で把握している市町

村としっかりと協議し、様々な意見に耳を傾けて

まいります。

　本県の地下水は、熊本都市圏100万人の生活と

産業を支える熊本の宝であります。様々な主体に

よる地下水を大切にする取組がより一層広がるよ
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う、今後とも関係市町村と連携しながら取組を推

進してまいります。

　　�〔岩田智子君登壇〕

○岩田智子君　御答弁いただきました。

　水の問題は、昔も今も県民にとっては命の問題

です。熊本県民が水にこだわる理由には、先ほど

も質問しましたが、水俣病問題が根っこにあると

思います。国策での企業誘致から経済発展、原因

が分かっても見て見ぬふりを続けた国、そして、

議員からの偽患者発言など、パワーの大きなとこ

ろが小さな声を押し潰してきた歴史を知っている

からだと思います。

　知事も、お出かけ知事室などで、たくさんの声

を聞いてこられたと思います。モニタリング調査

と水位のリアル、その公表は、熊本ならではとい

うことで本当に先進的な取組で、北海道でもやっ

ていないということで、この前新聞にも取り上げ

られていました。とても大きく、いい評価をして

います。

　見えない不安というのは、全てをやっぱり明ら

かにするというか、目に見える、見える化とおっ

しゃいましたけれども、明らかにすることで払拭

されることがたくさんあるのではないでしょう

か。

　対等な関係で企業とお話されていますかという

質問をしましたけれども、対等な関係で熊本の環

境を守るために、企業が使う化学物質の公開、ど

んなものを使っている、企業秘密と言われるかも

しれないけれども、住民にとっては、それがいい

のか悪いのか基準値もないわけですから、どんな

ものを使っているのか、本当に公表していただき

たいなというふうに感じています。

　新たな浄水場は、半導体企業からの排水を集め

るというふうに言われています。ぜひＰＦＡＳな

どの化学物質を予防原則に基づいて対処をしてい

ただきたいなと思っています。

　経産省の産業技術総合研究所ってのがあるんで

すけれども、フッ素化合物を処理する何か方法を

確立しているということも聞いています。それも

使えないのかなというふうにも感じています。

　いろんな話をすると、こんなふうに言われる方

がいます。まあ、それは微々たる数値ですよ、Ｐ

ＦＯＳ、ＰＦＯＡなんかのその３種類以外は、国

の基準には何もないから大丈夫と言われる方がお

られます。そうではないと思うんですよね。１日

の摂取許容量、日本の数値は、アメリカとか欧州

に比べてすごく低いです、基準が。日本は、平成

22年、2010年度から、実は胎児から小児のそうい

う期間にかけての化学物質への曝露が子供の健康

に与える影響を明らかにするための、全国で約10

万組の親子を対象としたエコチル調査というのを

やられたそうです。臍帯血や血液、尿、母乳、乳

歯などの生体試料を採取して、保存、分析して結

果が出ています。

　子供の健康と化学物質、妊娠中の母親の血中Ｐ

ＦＯＳ濃度が高いと、子供の染色体異常の発生が

多い傾向を認めたというふうにも発表をされてい

ます。本当に昔から日本もいろいろ研究をされて

いたんですね。次世代にやっぱり遺恨を残さない

ように最大限の汚染予防と、やはり次世代のため

の、次世代を見据える、今日も何個か出てきまし

たウェルビーイングという考え方でやっていただ

きたいなと思っています。

　次期計画について、部長に答弁いただいたんで

すけれども、特に、住民の意見を聞くときに市町

村を通じてというふうにおっしゃったんですが、

市町村に本当に聞きたいというその気持ちがあら

れるかどうかもちょっと私は分からないので、タ

ウンミーティング、せっかく知事がお出かけ知事

室でいろんな意見を聞いて、今度は、その水をテ�
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ーマに何かお話ができるような、そういう機会も

持っていただいたらいいのではないかなと思って

います。

　この宝である水を私たちみんなが守る正念場だ

と思っていますので、ぜひよろしくお願いいたし

たいと思います。

　それでは、次の質問に移ります。

　６番目です。公益通報制度による通報者の保護

について伺います。

　2004年に公益通報者保護法が成立する前、企業

による品質検査不正、データ改ざんなど、国民の

生活の安全、安心を損なうような不祥事は、事業

者内部の労働者等による内部告発をきっかけに発

覚し、社内調査が行われ、再発防止への対策が取

られてきました。

　しかし、一方で、安全、安心な社会の構築のた

めに動いた告発者は、裏切り者扱いされる事例が

多かったことから、告発者を不利益な取扱いから

守り、このような企業の行為を是正させる目的で

法律ができました。

　2022年に改正され、通報者保護はより強化され

ましたが、勇気を出して声を上げた通報者を守る

仕組みをさらに強化したいと、消費者庁での検討

委員会は、今年の通常国会で法改正を目指し、報

告書をまとめました。

　御存じのとおり、兵庫県では、県側がマスコミ

へ内部告発をした元県幹部を特定し、告発を理由

に、停職３か月の懲戒処分としました。これは、

全くの保護法無視で違反すると指摘が出ました。

　また、鹿児島県では、事件の隠蔽を訴えるため

に、記者に内部文書を提供した前生活安全部長

が、国家公務員法の守秘義務違反で逮捕されると

いう事案も生じています。

　本県においても、一昨年９月、旅行助成金の不

適切受給があったとして、職員がマスコミ等に通

報した事案がありました。この職員は、昨年４月

にパワハラを理由に懲戒処分を受けていますが、

職員は懲戒処分は報復であると人事委員会に訴え

ています。

　この処分が外部通報を理由とするものか否かに

ついては、現在、同委員会において審査が行われ

ているところですが、職員の中には、何かあって

も通報はしないで我慢するか、辞職するかのほう

が楽かも、何があっても黙っていたほうがよいよ

うな気がしますなどの声が私に届いています。県

庁という職場が、風通しがよいとは言えないとい

う声があることは事実です。

　このように、最近は、公務員による公益通報案

件が見られるようになりました。公務員が住民に

奉仕をして、地方公共団体に貢献する高い使命感

を持っているということではないかと思います。

このような勇気のある行動を阻止しないために

も、通報者の保護は大変重要な社会的問題である

と、改めて認識しています。

　そこで、知事は、公益通報制度における通報者

の保護について、どのようにお考えなのかを伺い

ます。

　次に、熊本県における職員の通報の実態と相談

体制、通報を受けた場合の処理体制をどのように

整備しているのかについて、総務部長に伺いま

す。

　また、県には外部の相談窓口として外部調査員

がおられるようですが、その選任について、どの

ように第三者性を担保しているのか、併せて総務

部長に伺います。

　　�〔知事木村敬君登壇〕

○知事(木村敬君)　公益通報制度における通報者

の保護についてお答え申し上げます。

　公益通報制度は、地方公共団体においても、内

部通報に対応する仕組みを整備することで内部監
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視機能強化、そして自浄作用の向上など、組織内

の法令遵守の確保につながるものと考えておりま

す。

　この制度を実効あるものとしていくためには、

議員御指摘のとおり、通報者の保護が最も重要で

あると考えております。本県の内部通報に関する

要綱の中でも、内部通報をした職員は、通報した

ことを理由に不利益な取扱いを受けないこと及び

内部通報した職員を特定するための調査を行って

はならないこと、これを定めております。

　引き続き、通報者の保護が図られるよう、公益

通報制度の趣旨に沿って適正に運用してまいりま

す。

　私は、これまで、企業などにおける不祥事、あ

るいは自治体職員が内部通報等に至る背景には、

声を出しにくい職場環境や職場風土があったので

はないかと考えております。

　このため、昨年３月の知事選挙のマニフェスト

の中でも、私は、人事制度、人材育成、人材戦略

の見直しを掲げ、職場における各種ハラスメント

の防止を徹底するとともに、職員が働きやすい職

場をつくることをお示ししております。

　知事就任後も、速やかによかボス宣言を行い、

職員の悩みには私が直接向き合い、開かれた創造

的な県庁をつくることを宣言しております。

　昨年９月には、各職場の実情などについて、県

職員組合の若手の職員から直接話を聞く機会を設

けました。そして、これを踏まえて、自ら定時退

庁を呼びかけたり、育児や介護などを行っている

職員への対応として、テレワークによる在宅勤務

の日数の拡充などを行いました。

　また、カスタマーハラスメント対策としてのマ

ニュアルを１月に策定するなど、改善できる部分

から速やかに対応しているところでございます。

　県庁がこれまで以上に県民から信頼される組織

となるよう、私自身が先頭に立って、職員が自由

闊達に意見を述べ合い、指摘し合える風通しのよ

い職場をつくってまいります。

　　�〔総務部長小金丸健君登壇〕

○総務部長(小金丸健君)　公益通報制度につい

て、本県における通報の実態と相談体制、通報を

受けた場合の処理体制についてお答えします。

　まず、公益通報の実態ですが、知事部局では、

平成18年度に内部通報に関する要綱を策定して以

来、現在まで29件の通報を受け付けています。

��通報の内容は、許認可事務等で不適切な取扱い

を指摘するものや職員の服務に関わるものなど、

多岐にわたるものとなっています。

　個々の通報の概要やその調査結果等について

は、県ホームページに掲載しています。

　次に、公益通報の相談体制についてですが、本

県では、各部の政策調整審議員等が公益通報委員

として組織内部の相談窓口となっており、このほ

か、弁護士に外部の相談窓口を担っていただいて

います。

　なお、職員は、内部と外部のどちらの窓口にも

相談できます。

��通報を受けた場合の処理については、通報者と

利益相反関係のない公益通報委員または弁護士が

調査を進めることになりますが、要綱に基づき、

通報した職員の個人情報や秘密が守られるよう、

慎重に対応しているところです。

　なお、本年１月には、要綱の見直しを行い、外

部の相談窓口である弁護士を２名から３名に増員

することとしており、今後さらに、調査の公平

性、公正性の強化を図ってまいります。

　最後に、外部の相談窓口である弁護士の選任に

ついてお答えします。

　外部相談窓口の選任については、要綱に基づ

き、行政に関する見識を有し、人格に優れ、公平
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な立場で職務を遂行できる方を選任しています。

　現在、３人目の弁護士の選任について弁護士会

と協議しているところであり、引き続き選任に当

たっての透明性の確保に努めてまいります。

　県としては、今後とも、公益通報制度の実効性

を高めるための要綱の見直しなどを適宜行い、職

員がこの制度を信頼し活用できるよう、研修等の

機会を捉え、広く周知してまいります。

　　�〔岩田智子君登壇〕

○岩田智子君　御答弁いただきました。

　消費者庁が令和５年に実施した調査では、内部

通報経験のある人のうち、約３割が後悔をしたと

回答しているそうです。その理由を尋ねたとこ

ろ、人事異動、評価、待遇で不利益を受けたとの

回答が約４割に上っているという結果が出ていま

す。

　どうしても熊本県のことが気になって今日お尋

ねをしました。相談員の第三者性というのはとっ

ても重要だと思っています。この前の熊本の件

で、第三者委員会が設置をされました。弁護士の

３名の方でしたが、第三者委員の選定の理由は、

県の審議会や委員会などを選任されている方々

で、信頼がおけるということだったようです。

　フジテレビの事件とか第三者委員会というとき

に、やっぱり本当に第三者なのかどうかをきっち

り見極めるというか、弁護士会のガイドラインに

のっとるべきじゃないかなというふうに私は思っ

ています。

　通報後、通報者、熊本県の場合、いろいろ処分

があったということで記者会見をされました。本

当にきつかっただろうなというふうに見てて思い

ました。大きな力に立ち向かうというのは並大抵

のことではありません。職場の風通しがよけれ

ば、通報そのものはなくなります。

　法が禁止しているのは、公益通報を理由に処分

をすることだけで、ほかの理由での処分を行うこ

とは禁じていないので、制度の実効性向上による

国民生活の安心、安全の確保に向け、法改正に期

待をしたいところです。

　告発した側がひどい目に遭う世の中は変えねば

ならないと思います。外部相談窓口、本当に今選

任中ということで、弁護士会に任せてあるという

ことなので、本当に相談しやすい風通しのよい県

庁にしていただきたいなと思います。

　それでは、次の質問に移ります。

　７番目になります。核兵器廃絶・世界の恒久平

和を希求する熊本県宣言について伺います。

　昨年、ノーベル平和賞を受賞した被団協(日本

原水爆被害者団体協議会)は、被爆当事者による

核兵器のない世界を目指して尽力をされ、核兵器

が二度と使われないように証言を通じて示されて

こられました。

　高校生平和大使と活動を共にしている九州学院

２年の島津さんは、長崎、広島の高校生とともに

ノーベル平和賞授賞式に参加し、被団協の皆さん

とともに核兵器廃絶を訴える活動をしてきたよう

です。

　ここ熊本県議会では、2001年、平成13年３月22

日に�「核兵器廃絶・世界の恒久平和を希求する熊

本県宣言」�に関する決議文が採択され、今に続い

ています。

　�「二十一世紀という平和、環境、人権をキーワ�

ードにした人間尊重の新世紀を迎えた今日、地球

上には、今なお多くの核兵器が蓄えられ、人類の

生存を脅かしている」と始まる決議文を読むと、

さすが先輩議員の皆さんと思います。

　議会棟の南側には、核兵器廃絶を記念して、キ�

ョウチクトウが植えられています。熊本県では、

毎年、ロビーで「原爆と人間」のパネル展示が行

われていますし、８月６日広島原爆の日には庁内
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放送も流れます。高校生平和大使の皆さんも、こ

こで被爆証言を基に作った紙芝居や活動を発表し

ています。

　戦後80年、この戦後がずっと続くようにと、私

自身も様々な活動をしております。

　さて、お出かけ知事室などで、知事も大変多忙

な毎日を過ごされておられますが、そのお出かけ

知事室での平和に関する質問と知事のお答えにつ

いてお尋ねをします。

　核兵器禁止条約についての質問では、国の政策

でもあるので答えられない、軍事や武力がないと

平和は維持できないという立場に立っている、核

兵器のない地球、戦争のない世の中をつくってい

きたいとお答えになられました。

　うん？どういうことだろう、どういうふうにそ

んな世の中をつくっていこうとされるのか、知事

としての平和に対するお考えを詳しく教えていた

だきたく質問をいたします。また、この宣言につ

いての知事のお考えをお聞かせください。

　　�〔知事木村敬君登壇〕

○知事(木村敬君)　私の平和に対する思いについ

てお答えさせていただきます。

　原子爆弾が広島そして長崎に投下され、多くの

貴い命が一瞬にして奪われたあの日から80年がた

とうとしています。現在、私たちが享受している

この平和と繁栄は、さきの大戦における貴い犠牲

の上に築かれたものであり、私たちは決してその

ことを忘れてはなりません。そして、戦争の悲惨

さ、平和や命の貴さを未来を担う次の世代に語り

継いでいくことは、今を生きる私たちの使命であ

ると私は考えております。

　昨年、日本原水爆被害者団体協議会がノーベル

平和賞を受賞されました。これは、これまでの活

動に深く敬意を表するとともに、改めて核兵器廃

絶への思いを教訓として引き継いでいくことの大

切さを認識したところでございます。

　議員が御紹介された高校生平和大使ノルウェー

派遣メンバーの島津陽奈さんから、ノーベル平和

賞授賞式同行後の昨年12月に、私も帰国報告を受

けることができました。また、先月には、熊本県

原水爆被害者団体協議会の表敬もお受けいたしま

して、私が直接活動を伺い、意見交換をさせても

らいました。

　一方で、世界は、いまだに各地で紛争が続いて

います。また、北朝鮮による核開発や度重なる弾

道ミサイル発射による挑発行為、さらに台湾をめ

ぐる問題など、我が国の安全保障環境は厳しさを

増していると認識しています。こうした状況を踏

まえると、核廃絶に向けた道のりはまだ遠いと考

えざるを得ません。

　また、お出かけ知事室での私の発言は、国民の

安全確保と平和の維持のために自衛力の保持は必

要であるという観点に基づいたものでございま

す。

　しかしながら、核兵器や戦争のない世界をつく

りたいという思いは、平成13年３月に、この熊本

県議会で決議された核兵器廃絶・世界の恒久平和

を希求する熊本県宣言と私も同じ思いでございま

す。

　日本は世界で唯一の被爆国です。戦後80年に当

たり、改めて私たちは核問題に真摯に向き合い、

世界中に核兵器の惨禍を訴えながら、核兵器のな

い平和な世界の実現に向けて努力していく必要が

あるという思いを私も強くしているところでござ

います。

　以上でございます。

　　�〔岩田智子君登壇〕

○岩田智子君　御答弁いただきました。

　次世代へこの平和をつなぐ私たちの使命、その

とおりだと思います。厳しい状況があるとおっし�
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ゃいました。核抑止論や核の傘に頼ることが本当

に次世代の平和につながるのかどうか、私は疑問

に思っています。

　戦後80年、政府は、核兵器禁止条約締約国会議

へのオブザーバーの参加見送りを決めました。被

団協の田中さんは、衆議院予算委員会の中央公聴

会に出席して意見を述べられましたが、その決定

に情けなく残念と述べられました。

　そして、まさに今、３日から７日まで会議が開

かれているんですよね、今。残念ながら日本政府

不参加のままです。

　広島の先ほどキョウチクトウがこの裏に植えら

れているという話をしましたが、キョウチクトウ

は広島市の花になっています。原爆で被災をし

て、広島でいち早く咲いたのがキョウチクトウだ�

ったそうです。市民に復興への希望と勇気を与え

たということで、そういう広島市の花にもなって

いますが、二世、三世の方々、熊本にもたくさん

おられます。

　本当に、昨日、その会議の中でお話をされた、

胎内被爆をされた方が出席をされたんですが、核

兵器のことを悪魔の兵器だということで、廃絶を

しっかり訴えられております。

　本当に次世代に、私たちが過ごしてきたこの平

和な日本を続けていかなければならないというこ

とで、今答弁いただいて、私も気持ちをまた新た

にいたしました。みんなで平和をつくっていきた

いと思います。

　それでは、最後の質問に移ります。

　８番目です。熊本とオランダとの交流促進につ

いて伺います。

　日本とオランダとの交流は、今年425年になり

ます。大分県臼杵の海岸にリーフデ号が漂着し、

高級船員ヤン・ヨーステン、三浦按針らが徳川家

に重用されてからとなります。教科書で勉強した

と思います。

　実は、熊本県とオランダも強いつながりがあり

ます。世界遺産登録となった三角西港を設計した

のはオランダ人の水理工師ローウェンホルスト・

ムルドルさんです。

　また、千円札の北里柴三郎、西洋医学校でオラ

ンダ人軍医コンスタント・ゲオルグ・ファン・マ

ンスフェルトに師事し、ここで医学の道に目覚め

ることになったと言われています。

　昨年、１月11日に、北里柴三郎とマンスフェル

トのレリーフが熊大病院の外来診療棟の正面玄関

に設置をされました。マンスフェルトは、1871年

から３年間、熊本で過ごしました。このとき北里

柴三郎が通訳をしていたそうです。このマンスフ�

ェルトに師事し、医学を志した人たちの子孫の方�

々が、今でも医療に携わっておられます。

　北里柴三郎の千円札が発行されたのは昨年の７

月３日です。これまで、故郷である小国町でイベ

ントが開催されたり、医師会主催のシンポジウム

が開催されたり、北里柴三郎記念館が紹介をされ

たりしていますが、盛り上がりがいま一つと感じ

ております。

　最近になりますが、昨年、オランダ人画家ジョ

ン・ニランド氏が来熊され、不知火美術館で、展

示会や子供たちとのワークショップが開かれまし

た。

　また、山鹿が舞台の映画、早田市長をはじめと

して多くの山鹿の方々が出演をした「骨なし灯

籠」という映画がオランダの映画祭で入賞をしま

した。熊本をはじめに各地でロングラン上映とな

りましたし、海外の航空路線で機内上映もされて

いたそうです。熊本での祝賀会にはオランダ大使

館の大使代理もいらっしゃって、蒲島知事にも会

われました。

　また、一昨年には、オランダ半導体イノベーシ�
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ョン使節団が来られ、当時副知事でしたが、木村

知事を表敬訪問されました。

　このように、オランダと熊本は、文化や産業、

教育などの分野で深いつながりが続いています。

　そこで、知事に質問です。

　私がお話をした数々の人や出来事を生かして、

熊本とオランダのつながり、交流を深められない

かと思っていますが、何かお考えはありますでし�

ょうか。

　半導体関係では経済交流もこれから強まると思

いますが、特に、観光と文化の視点でお尋ねをし

ます。

　また、学生交流などの取組による深まりも考え

られるのではと思いますので、前向きな答弁をよ

ろしくお願いいたします。

　　�〔知事木村敬君登壇〕

○知事(木村敬君)　お答えいたします。

　本県とオランダのつながりについては、議員御

紹介の事例のほかに、平成25年３月に策定したく

まもと県南フードバレー構想があります。これ

は、オランダのワーヘニンゲン市周辺に位置する

フードバレーと呼ばれる食品関連産業の集積地や

イノベーションクラスターの考え方を参考に構想

を練り、事業を展開したものでございます。

　また、大豆由来の植物肉を開発、生産する熊本

市のスタートアップ企業、御存じの方も多いと思

いますが、この企業は、オランダのフードバレー

に研究開発拠点を開設するなど、民間レベルでの

経済交流も始まっていると認識しています。

　さらに、一昨年６月には、先ほど御指摘いただ

きましたが、オランダの半導体イノベーション使

節団が表敬訪問されまして、半導体等の各分野で

の協力関係の強化について意見を交わしたところ

でございます。

　また、観光・文化面においても、議員、また御

紹介いただきましたが、本県を舞台とした映画

「骨なし灯籠」がオランダの映画祭で観客賞３位

を受賞されまして、オランダにおける本県の認知

度向上につなげていただきました。

　また、昨年９月には、県立美術館で、ミッフィ�

ーの生みの親であるオランダ人のディック・ブル�

ーナさんの特別展が開催されるなど、交流が進ん

でいると思っております。

　私は、そうした交流を支える存在として、くま

もと日蘭協会、こちらなど関係する団体が非常に

熱心に活動されています。

　県としても、オランダとの交流がさらに深まり

ますように、くまもと日蘭協会をはじめとする民

間の活動を応援してまいりたいと考えておりま

す。

　以上でございます。

　　�〔岩田智子君登壇〕

○岩田智子君　御答弁いただきました。

　なぜ急にオランダと思われたと思います。ヒア

リングに応じる担当課の方も混乱をされていたよ

うな感じだったんですが、思い出してください。

女子ハンドボールのワールドカップ優勝したのは

オランダでした。425年にわたる交流と知れば知

るほど、いろんなところにオランダとのつながり

がありまして、在オランダ、オランダの日本大使

館は、交流425年ということで、ロゴマークも作

成をされて、公式シンボルとして使用されていま

す。

　熊本の観光振興で、最初は、私、観光振興で考

えたんです、いろいろ。何かそういうキーワード

があると、そういうところを訪れてみたいなとい

うようなことにもつながると思いますし、オラン

ダといえば、いつも長崎とかがやっぱり一番頭に

浮かびますが、長崎から熊本に来るには、有明フ�

ェリーを使わなければいけなかったり、いろんな
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そういう観光にもつながるのではないかなという

ふうに、これを使えないかなというふうなことで

質問をさせていただきました。

　実は、天草の﨑津教会なんかは、クルーズ船の

観光客がボートに乗って上陸するような、そうい

う観光ももう今広がっていますので、何かに使え

ればなというふうに感じています。

　台湾の南部のほうも、400年前は、このオラン

ダとかヨーロッパが、東インド会社が盛んだった

頃、台湾も領地としてやっていたということで、

そういうことで交流も深まるのではないかなとい

うふうに思っています。

　民間交流を応援していくということでしたの

で、しっかりと後押ししていただければなと思い

ます。

　これで質問を終わりますが、知事が日本一伸び

代があると感じておられる熊本、日本一のふるさ

ととする熊本がもともと持っているものとか、熊

本に住む人々の暮らしをしっかりと守って、伸び

代と表現をされる熊本の成長や発展が全ての県民

のものになりますように、県議の役目として県行

政をこれからもしっかりと監視をしてまいりま

す。

　御清聴ありがとうございました。(拍手)

○副議長（髙木健次君)　以上で本日の代表質問�

は終了いたしました。

　明６日は、午前10時から会議を開きます。

　日程は、議席に配付の議事日程第４号のとおり

といたします。

　本日は、これをもって散会いたします。

　　午後２時30分散会




